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○徳岡部長  定刻になりましたので、ただいまから第 50 回研究評価委員会を開催しま

す。 

 

事務局から、配布資料と出席者の確認を行った。 

 

○小林委員長 それでは、お手元の議題に沿って議事を進めさせていただきます。 

 議第 2．「第 49 回委員会に付議された評価報告書（案）に対する委員会コメントにつ

いて」ということで、まず評価部から、説明をお願いします。 

○徳岡部長 資料 2 をごらんください。第 49 回、前回の研究評価委員会に附議された評

価報告書（案）に対する、委員の皆様からいただいたコメントを、私ども事務局でまとめ

て、ごらんのとおりの記載で小林委員長の御了承をいただいております。 

 以上です。 

○小林委員長 何か御質問、あるいは御意見等がございましたらお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 ありがとうございます。それでは、この議題 2 は終了とさせていただきます。 

 次は議題 3.「プロジェクト評価分科会の評価結果について【書面審議】」です。対象

のプロジェクト 9 件について、評価部から説明をお願いします。 

○保坂統括 それでは、お手元の資料 3－１から 3－9 ごらんください。 

 各プロジェクトの評価結果概要を御紹介させていただきます。 

 まず（1）「太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト」（中間評価）です。 

 総合評価のところをごらんください。PV パネルのリサイクルシステムは必要不可欠で

あり、本プロジェクトにおいては、多様な技術を選定している点で適切である。コスト目

標を各社とも明確に捉え、開発研究されており、PV パネルリサイクル市場に向けた開発

成果の社会実装に繋がるものとして評価でき、全体的によい結果が得られている。 

 一方、幾つかの技術は実用化をイメージできるものではなく、実用化へ至るには検討事

項がまだ多いと感じた。今後、コストのみならず、環境負荷、安全性等の評価も含めて、

社会実装できるシステムと技術を念頭に入れた検討を進めていただきたい。 

 評点はごらんのとおりです。 

 次に、（2）「太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクト」（中間

評価）です。 
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 総合評価より、太陽光発電の普及拡大には、必須であるシステム価格低減という課題に

直接アプローチする本プロジェクトは、大変意欲的であり、太陽光発電を進めるための方

向性を示すものとして評価する。今後、コスト低減に関する技術動向調査等をしっかりと

フィードバックし、柔軟なマネジメントにより、FIT 終了後も、太陽光発電導入量を維

持・拡大できるようなプロジェクト成果が得られるよう、推進していただきたい。 

 評点については、ごらんのとおりです。 

 次に(3)「分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業」（中間評価）です。 

 総合評価より、本プロジェクトは、再生可能エネルギー大量導入時の電圧問題を解決す

るという重要な課題に貢献するものであり、企業・大学単独事業ではなく、NEDO 事業と

して推進する価値が高いものである。メーカーの垣根をこえた開発が順調に進んでおり、

外部有識者の意見を取り入れるなど PDCA がうまく機能している。事業化に向けて戦略的

な目標設定がなされ、概ね達成されるものと考えられる。 

 一方、未来のスマートグリッド構築に向けた FS が限定的になっているので、もう少し

幅を広げていただきたい。また、今後は、国内外の市場規模やニーズ等を十分調査して、

国際競争力の維持・向上に向けた戦略をさらに検討することを期待する。 

 評点は、ごらんのとおりです。 

 次、（4）「有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発」（中間評価）です。 

 本プロジェクトは、限られた日本の資源エネルギー環境にあっては望ましい取り組みで

あり、新産業を生み出す可能性を秘めている点も大変有意義である。研究開発は、それぞ

れにおいて斬新なアイデアと企業ニーズを取り入れており、有効なものになっている。ま

た、解決すべき化学的な課題も明確になっており、実用化に向けて着々と進められてい

る。本プロジェクトで開発された新たなプロセスの成果を、できる限り早い段階で示し、

有機ケイ素材料産業が世界に広く受け入れられるようにすることが必要である。また、本

プロジェクトで生まれた副産物を世に発信し、ケイ素化学の裾野を広げることも重要であ

る。 

 評点は、ごらんのとおりです。 

 次、（5）「高効率ノンフロン型空調機器技術の開発」（事後評価）です。 

 本プロジェクトは、きわめて先見性があり、意義の大きいものであった。単なる機器開

発だけでなく、基礎的な物性・安全性評価に係る研究開発を含んだ幅広いプロジェクトで

あり、国産冷媒の開発という重要だが容易ではない課題に挑み、非常に素晴らしい成果を
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得た。実用化に際してはコストの面も十分考慮し、今後は、新冷媒の国際的認知に向けた

アピール、及び燃焼安全性に関する国際標準化を進められたい。 

 評点は、ごらんのとおりです。 

 次、（6）「次世代火力発電等技術開発／先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開

発」（事後評価）です。 

 開発目標・課題設定および開発スケジュールには、我が国の超々臨界圧火力発電技術プ

ラント開発の経験が生かされ、妥当であり、本プロジェクトにより、この分野で我が国が

欧米をリードできたことは高い評価に値する。今後は、実機模擬試験等による寿命評価手

法やメンテナンスのための健全性評価手法の確立が必要である。電力会社、大学を交えて

広く日本の英知を集め、早期の実機へのステップアップが期待される。 

 評点は、ごらんのとおりです。 

 次、（7）「微生物触媒による創電型廃水処理基盤技術開発」（事後評価）です。 

 本プロジェクトは、微生物燃料電池の性能向上とコスト低減を目指すというチャレンジ

ングな取り組みで、限られた開発期間内において、世界初の実用化に向けた基盤技術が確

立できた。これは、大学と企業が明確な役割分担により連携し、チーム一丸となって推進

した結果であり、高く評価できる。 

 一方、廃水処理プロセスとしての実用化を目指すため、年間を通じた持続的・安定的な

処理性能の維持と、維持管理の容易さの検証や各種解析等が必要であろう。 

 評点は、ごらんのとおりです。 

 次、（8）「革新的低消費電力型インタラクティブシートディスプレイ技術開発」（事

後評価）です。 

 本事業では、短期間で全ての目標を達成し、今後の研究開発及び事業化に向けた重要な

技術基盤を整備できたものであり、その技術力を高く評価する。計画を前倒しして事業期

間を短縮した判断も妥当であり、平成 30 年度からの早期量産開始の計画実現が期待でき

る。本事業は終着点ではなく、将来に向けて検討すべき余地は多くある。民間企業の活動

のみでは思い切った開発に踏み込めないので、今後とも、何らかの形で国の支援を期待す

る。 

 評点は、ごらんのとおりです。 

 次、（9）「次世代材料評価基盤技術開発／有機 EL 材料の評価基盤技術開発」（事後評

価）です。 
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 有機 EL の開発には、材料開発からデバイス開発に至る幅広い技術が必要であり、異な

った分野の技術者が一体となった研究開発が必要となる。ユーザーをアドバイザリー企業

として迎え、「共通のものさし」としての標準素子や評価技術を開発し、材料メーカーと

ユーザーとの「摺り合わせ力」を強化するというプロジェクトの趣旨は、日本の有機 EL

関連メーカーの競争力を着実に底上げする有用なものであった。 

 一方、次の段階では、プロセス、デバイスに深くかかわる事業者も積極的に関与すべき

であろう。今後は、照明あるいはディスプレイとしてのパネルを想定した評価技術を開発

し、技術の循環と連携を促進できるような仕組み作りが必要となるであろう。 

 以上、御説明させていただきました。 

 本件につきまして、コメント等がございましたら、3 月 21 日までに事務局宛にメール

で御送付いただきますようお願いいたします。 

 特段御意見のない場合につきましては、評価結果を確定とさせていただきますが、コメ

ントをいただいた場合には、委員長の御判断のもと、必要性がある場合は評価報告書にコ

メントを附記することを条件として評価結果を確定いたします。 

○小林委員長 ありがとうございました。 

  それでは、議題の 4 番目に入ります。本日のプロジェクト評価分科会の評価結果につ

いて【口頭審議】です。 

 最初は（1）ですね、「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジ

ェクト」の中間評価結果について、では、評価部から説明をお願いします。 

○宮嶋主査 それでは、お手元の資料、資料 4-1 として綴じてあるものが二つあります

が、表紙右上のほうに「別添」とあるものが上側にあると思います。御説明の順番に合わ

せて、別添のほうからごらんください。 

1 枚目ですが、分科会は、昨年の 11 月 2 日に、このような議事次第で行いました。 

 次に、11 ページまでいっていただきまして、パワーポイントの資料になっております

が、本プロジェクトの目的以下、概要を御説明いたします。 

 紙面の上のほうが、プロジェクトの目的です。社会インフラの老朽化対策は世界的な課

題であり、老朽化の状態に応じて効率的な維持管理を行う方法が求められています。本プ

ロジェクトは、技術面からこれを支援するものとして、「インフラの現状を把握するモニ

タリング技術」と、「点検・調査をするロボット技術・非破壊検査技術の開発」を目的と

しております。橋梁の写真を対象例として、本プロジェクトの研究開発項目①から④まで
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は、資料記載のようになっています。 

 このページの下側から 12 ページにかけて、各項目の細目ごとの目標、それからプロジ

ェクト全体の目標が記載されています。ごらんください。 

 13ページに行きまして、研究開発期間は全体として平成 26年度から平成 30年度までの

5年間で、四つの研究開発項目について記載のようなスケジュールで、開発費総額約 84億

円で実施しています。 

 13 ページ下側から 14 ページまで、3 画面分が研究開発の実施体制です。研究開発項目

の細目及び実施者が本プロジェクトでは多数ございますため、プロジェクトリーダーの芝

浦工大、油田先生とともに、サブプロジェクトリーダーとして、①では東京大学の下山先

生、④では中央大学の大隈先生にお願いをしています。 

 それでは、もう一つの別添ではないほうの資料 4-1 をごらんください。評価概要の説明

をいたします。 

 1 枚めくっていただいて、下に 1 ページと記載してあるところですが、この表が分科会

の委員の先生方 7 名の構成です。会長の大和田先生は、元は MEMS、及びセンサの専門家

でいらっしゃいますが、民間企業と大学の両方の深い御経験から、本事業のような多岐に

わたる分野を見ていただきたく、お願いしました。委員の先生方は、四つの研究開発項目

の技術専門家と、事業化評価の評価に特にふさわしい委員等とをバランスをとって参画い

ただきました。 

 なお、分科会長代理の庄司先生は、急な御都合により分科会は御欠席、コメント・評点

もなし、となりまして、委員 6 人で開催しました。 

 次のページからが評価結果の概要です。要点を御紹介します。 

 まず、1．の総合評価です。本事業は、NEDO 事業として行う妥当性があり、各研究開発

項目について、戦略的な目標設定をし、妥当な研究開発スケジュールで進められた。ま

た、進捗報告会やサイトビジットを含めた適切な進捗管理のもとで、中間目標は概ね達成

され、その成果は既存技術に対する優位性が明らかであり、最終目標達成の見込みがあ

る。事業化についても、実現の見通しが高いと評価されました。 

 一方、テーマの数が多いことから、テーマの再編、メンバーの見直し、企業間連携の強

化などを引き続き進めてほしいとの御指摘もいただきました。 

 このページの下のほからが各論です。2．1 事業の位置付け・必要性では、最初のパラ

グラフで、プロジェクトの重要性を多方面から高く御評価いただいています。また、今後
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は、SIP や国土交通省でも類似の事業がある中で、他省庁との共通意識を構築して、密な

協働がとれるような枠組みや施策を検討いただきたいとのコメントもいただきました。 

 以上が 2．1 です。 

 次に、2．2 研究開発マネジメントです。目標・計画が適切であったのに加え、特に体

制面では、開発成果を評価できるユーザーを実施者の中に含め、実用化・事業化を常に考

慮しながら開発を進める形を取らせた点、種々の仕組みを設けて研究開発に遅れが生じな

いような進捗管理及び知的財産の管理運営も高く評価されました。今後に向けたコメント

として、実施体制において現在の PL、SPL は、センサ及びロボット関連の専門家ですの

で、さらに、インフラ分野の専門家も加えることが望ましいとのコメントをいただきまし

た。 

 次に、2．3 の研究開発成果についてです。概ね各項目で中間目標を達成し、その中で

は、目標以外の世界初の技術成果もあり、最終目標値についても概ね達成の見込みであ

る。ただ、一部の項目では実施者間で取組のスピード感に違いが見られ、そのような項目

では、実施者の報告会や情報交換の場を増やし、最終目標達成への意識を高める工夫が必

要とコメントをいただきました。 

 最後に、2．4 成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通しについてです。全体的な

戦略はよく検討がなされ、国土交通省での現場検証においての評価も高く、事業化の見通

しは高い。センサシステムに関しては、ジョイントベンチャーも視野に入れた海外展開に

向けて検討がなされ、また、パッケージ化によって販売をしやすくしている点もあわせて

高く評価されました。 

 一方では、事業化の見通しが不明瞭な実施者も一部あり、実施者間や NEDO との情報交

換の場を多く設けるなど、具体的な精査を進めていただきたいとの御指摘もいただきまし

た。 

 次の 5 ページが評点の結果です。上のグラフに示しますように、四つの評価軸のうち、

事業の位置付け・必要性及び研究開発マネジメントの評点は、それぞれ 3 点満点中 2.7、

2.3 でした。 

 研究開発の成果と、成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通し、については、

それぞれ 1.8、2.0 と、相対的にやや低めになりましたが、これはコメントにありました

ように、実施者の数が多い中で、一部の実施者については研究開発のスピード感や事業化

へ向けての意識の向上が今後求められている、ということに対応していると考えられま
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す。 

 以上で説明を終わります。 

○小林委員長 ありがとうございました。 

 それでは、各委員の方々から、御質問、御意見をお願いいたします。 

 少し私のほうから先に。全体としては非常に進捗もよく、高い評価が出ているようです

が、大きな柱が四つあります。それぞれは非常にしっかりとした進捗と理解しましたが、

その各プロジェクト間の連携はいかがでしょうか。 

○安川主査 研究開発項目、四つございまして、一つ目はセンサで、二つ目がイメージン

グというふうに入ってございます。三つ目、ロボットで、四つ目が、そのロボットの性能

評価手法ということで、ロボットに関しましては、三つ目、ロボットの技術開発と四つ目

の性能評価手法はリンクしております。 

 それから、センサのところでございますけれども、これは手のひらに乗るようなセンサ

をつくりまして、長期間ノーメンテで動くようなセンサをつくって、それを橋やダムにつ

ける。そして、振動のぐあいを見て、その後の振動のぐあいの変化などによって劣化を検

出したりというものでございます。 

 これに関しまして、ロボットのほうはそれを補完するような方向、センサのほうは、く

っつけておいて長時間見るというもの。ロボットのほうは、今どのぐらいひびが入ってい

るかなどというところを見るというものでございます。 

 両方のところはそれを補完するものでございまして、同時にやるというようなところで

はないので、それ自身は、今はその場では影響がない。ただ、センサをどうやって、その

インフラの場所につけるとか、また、中には非破壊検査技術といいまして、Ｘ線や中性子

を利用した小型のものをつくろうとしております。そういうようなものを、今、あるロボ

ットの業者さんが、自分のところのロボットに今まで考えてはいなかったけれども、新た

にそれを持っていくことを自分のロボットでできないかというような提案もございまし

て、そのような、お互いに現状どんなものができているかというのを情報交流する中で連

携していこうかというような話は、現在進んでいるところでございます。 

○小林委員長 ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。五内川委員。 

○五内川委員 非常に幅広い取組で、かつ参加している企業さんも多いので、このプロジ

ェクト、全ての参加企業が事業化するというのも少し難しいような気もします。逆に言う



－9－ 

と、これだけあって数年たったプロジェクト終了後にプロダクツやサービスが出てこない

と、それはそれで問題になるように思いますが、確率的に言って、大体どのくらいでしょ

うか。 

 要するに、これだけのメンバーが集まったら、2 割ぐらいは事業化してくださいという

話なのでしょうか。一般にベンチャーキャピタルのように、非常に新規の事業というのは

十に一つ当たって、それが大きくなればいいという発想でいくのか。目標意識が、使った

以上は皆さんがある程度、満遍なくいけるということなのでしょうか。最後までその事業

を見た場合、どういう考え方で、このプロジェクトは成功したというふうにお考えになる

のか、少し基本的な考え方を知りたいのですが。 

○安川主査 これは推進部のほうから答えさせていただきます。 

 基本的には、全ての事業者に実用化してほしいというふうに NEDO は思っております。

このプロジェクトは、それぞれの実施者において、数社でグループを組んで提案している

ところが多いのですが、そのときに、技術を開発するような実施者さんと、それから、将

来的なユーザーになる実施者さんでグループを組んで開発してもらっています。開発した

ものはそのユーザーさんのほうで本当に使えるかどうか、きちんと試験をしながら開発す

るというような推進方法をとっております。 

 それぞれの技術は、たとえば橋梁分野でしたら実際に使っている橋を、NEDO なども紹

介しまして、そのような場所で実験してもらっておりまして、そこで問題があったらどん

どん改良していくというような開発方法をとっています。こうして最終的にきちんと実用

化するという方向に向かって、我々もマネジメントしていますし、事業者さんにも、将来

的に、現場で使える、本当の世の中に立つような技術にしてくださいねというところを、

念を押しまして、その方向で開発しているところでございます。 

○小林委員長 そういうメッセージですね。 

 佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤委員 今のに関連するのですけれども、このプロジェクトは、いずれにしてもイン

フラ関連ですごく重要です。今後、日本は大変なことになるという話で認めたような気が

します。これだけ実施者がいて、これだけのことをやって、どうやって最終的にまとまる

と思いますか。 

○安川主査 例えばロボットのところでございますと、橋を点検するロボット、ダムを点

検するロボットなど、また、災害調査というのがありまして、土石流をはかるロボットと
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か、幾つかあります。橋を点検するロボットに関しましては、今 6 種類のロボットを同時

に開発しているところでございます。 

 ただ、その中でも橋は、コンクリートの橋、鉄の橋、トラスの橋などいろいろありま

す。それから、あるロボットはドローン型でございます。飛んでいって、橋のぐあいをカ

メラで撮ると。ほかのロボットは吸いついて、真空でくっついて、ヤモリのようにくっつ

いて、動きながら詳細に損傷を点検するといいますか……。 

○佐藤委員 いろいろ問題、いろんなことを開発するのは……。 

○安川主査 いろいろな、はい。そういうことがあります。 

○佐藤委員 あるのはわかっているのですが、問題は要するに、例えば、アメリカがアポ

ロ計画で開発するときに、とても広い領域にわたる開発が必要で、それを進めるには個々

の分野の人たちがそれぞれ分担してやるというのは恐らく不可能だと。そして、システム

ズエンジニアリングのようにシステムとして全体どうするのかということをちゃんと考え

て、それに基づいて分担してやっていくということをやってきています。それがもうあの

時代からずっと、日本が一番おくれているところなのですが、あの時代からずっと、教育

も含めて、そういうことがなされてきています。 

 これはまさに、誰かがそういうシステム的な見方でもって全体を、例えばコンピュータ

上で司令塔になって、こういうイメージになる、ということをつくって、それに対する技

術課題みたいなものをそれぞれに展開して取り組んでもらうという話でやっていかない

と、まとまる気がしないと思います。 

 インフラシステムとしてどうするのか、センサシステムとしてどうするのかということ

を、誰かが中心になってまとめない限りは、不可能に近いと思うのですが、その辺はどう

考えるのですか。 

○安川主査 ロボットで言うと、アクセス技術と、あとセンサ技術。あと、とってきたセ

ンサ情報をもとに、健全性について判定する技術が、重要でございます。それらを横断的

に見ているのは、今、PL の先生、SPL の先生に頼んでおります。特にアクセス技術のとこ

ろに関しましては、個々の実施者が今、開発しているところでございます。 

 それを進捗報告会などで、お互いに開発者同士が情報交換をしながら、どこまで開発す

る、どんな成果が出たというのを PL と、技術委員の先生 9 人、それはセンサの専門家で

あったり、ロボットの専門家、インフラのほうも実際に点検をしたりする先生方に出てき

ていただき、そういう先生のコメントや助言をもとにしながら、全体的に最大量の成果に
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なるようにまとめて進めているところでございます。 

○弓取部長 ロボット部の部長をしております弓取です。 

 実は、このインフラの維持管理というのは、先ほど、評価部からの説明がありましたよ

うに、SIP でもやっております。国の全体の戦略としては、まず、そのインフラ老朽化、

70 万の橋梁、1 万のトンネルをどうするのかという話があります。その中で足元、とにか

く喫緊の課題、すぐにでも必要な地方自治体もたくさんある中で、やはり経産省のプロジ

ェクト、NEDO がやるプロジェクトとしては、すぐに製品を出していかなければというこ

とで、まず、うちの事業というのはポートフォリオ上、足元、すぐに出していけるロボッ

ト、困っているところで使えるものを出していこうということで、助成事業に 3 年目から

切りかえております。 

 助成事業にして 4 年間で、当初 5 年間で考えていたのですけど、4 年間に期間を短くし

ている。要は、すぐに出せるもので、ひび割れとか観察するところですね、橋梁ですと、

観察する分はこの中でやる、ダムというのは難しくて、これは SIP でやる、災害のところ

も、災害が起こったときに観察しに行くロボットはここでやる、復旧のほうは難しいの

で、これは SIP でやるというふうに、事業ごとにポートフォリオが組まれています。 

 委員の御指摘の点においては、実は、事業レベルでのポートフォリオが国では組まれて

いて、その中で我々は、今必要とされるものを着実に出していこうとしているという状況

なのです。 

○佐藤委員 SIP も含めて、全体を見る人がいるのかという話がしっかりしていないとい

けません。喫緊の課題は当然やるにしても、その全体像として、きちんと司令塔がいて、

システム的に見て、将来的には超スマート社会と言っているので、そういうところにつな

がるような形になっていないといけません。 

 今までの日本の研究開発の生産性の非常に悪いところで、個々はわかるやつがやるけれ

ど、全体を見たときの最適解は求めていません。その辺りをきちんと司令塔的につくって

いかないとだめなのです。 

○佐藤理事 インフラメンテナンスの国民会議を国交省で設置しています。先生のおっし

ゃるような意味での全体の絵というのはそこで議論されています。 

 お金を出してメンテする側、国であったり地方自治体であったり、それぞれそのお金も

規模も、メンテ作業もいろいろあります。一方、メンテを実施できる企業にも、ある程度

市場があるところを狙うのと、小さな現場でも引き受けますというところまで、こうした
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マトリックスの中で、我々は今、穴がないように埋めていますというのが現状だと思って

います。 

 その上で、技術がそろってくれば今度は、今の点検のやり方とかいろんな規則を見直し

ていくのか、それでは無理だから少し簡便化するのか、あるいは機械を入れてみたらこう

いう情報をとれるといった話になって、全体のコストを下げる議論が始まるのではないか

と思います。 

○弓取部長 すみません、1 点補足でよろしいですか。 

○小林委員長 はい。 

○弓取部長 委員御指摘の点は、問題認識としていろんなプロジェクトに携わっている者

として、ロボット戦略委員会というのを、東大の淺間一先生を委員長として立ち上げてい

まして、SIP も、このプロジェクトに国交省と経産省と内閣府が入って、インフラ維持・

管理、それぞれのプロジェクトでどう取り組んでいって、どう成果として国民の皆さんに

出していくのかという議論は始めております。 

○小林委員長 ありがとうございます。 

 佐藤委員の御指摘はごもっともで、全体を進める中で、常に全体意識を持っていただき

たいと思います。それは、ぜひコメントに入れさせていただきます。 

 それから私からのコメントです。センサシステムですから、当然 IoT、あるいは AI と

いうものが今後ますます利用可能になってくると思いますので、その連携なり、これはぜ

ひよろしくお願いいたします。 

 それでは時間が過ぎておりますので、このプロジェクトの審議は以上で終了させていた

だきます。ありがとうございました。 

それでは次、（2）「水素社会構築技術開発事業／Ⅱ「大規模水素エネルギー利用技術開

発」（中間評価）です、お願いします。 

○内田主査 別添をごらんください。 

 1 ページ目に示していますとおり、分科会は 10 月 27 日に開催しております。議事次第

は、記載したとおりとなっております。 

 6 ページ目をごらんください。本事業の目的は、2020 年頃までに自家発電用水素発電の

本格導入、2030 年頃に発電事業用水素発電の本格導入を目指し、大規模な水素サプライ

チェーンを世界に先駆けて構築することです。対象事業は、（イ）未利用エネルギー由来

水素サプライチェーン、（ロ）水素エネルギー利用システム開発の二つのテーマで構成さ
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れておりまして、目標は、その 6 ページに記載されているとおりとなっております。 

 次の 7 ページ目に期間を示しております。（イ）に関しましては、平成 27 年から 32 年

までの 6 年間、（ロ）は平成 27 年から平成 30 年までの 3 年となっております。実施体制

は、別添の 7 ページ目の下に書いてございますけれども、技術研究組合、CO2 フリー水素

サプライチェーン推進機構をはじめとして、記載の体制で実施しております。 

 予算は次の 8 ページ目に記載しており、平成 27 年初年度は 2.7 億円、平成 28 年度 36

億円で、この 2 年間での総額およそ 39 億円となっております。 

 続きまして、評価に移ります。評価概要をごらんください。 

 1 ページ目に示しておりますとおり、分科会委員は京都大学大学院エネルギー科学研究

科の塩路昌弘教授に分科会長をお願いしまして、水素ユーザー、それから水素輸送の専門

家などを含む 7 名で構成しております。 

 次に評価概要です。まず、総合評価でございます。世界初となる水素の大量貯蔵・輸

送・利用技術の研究開発を実施することは、意義深いものであり、四つのテーマの全てに

おいて中間目標を概ね達成しており、今後の水素調達コストの低減と水素利用システムの

実証実験実施の成果が期待されます。 

 問題点としましては、本事業が対象とする四つのテーマは技術的に独立しているが、事

業全体を推進する立場から、テーマ間での成果の共有を図ることが望まれるとされており

ます。また、提言としまして、グローバル展開のために水素社会構築の要件を明確にし

て、基礎となる要素技術の標準化をできる限り早期に推進するとともに、規制の見直しを

行い、世界標準との基準調和に努めることが肝要であろうという指摘をいただいておりま

す。 

 続きまして、各論に移ります。 

 事業の位置付け・必要性についてです。世界に先駆けて大規模水素供給システムを確立

するため、技術開発を目指すという本事業の目的は妥当かつ適切なものであるとコメント

されております。 

 一方、サプライチェーン構築については、最終目標達成に向けた水素の供給源などを検

討し、事業全体としての妥当性をより明確に提示することが望ましい。水素ガス発電に関

しては、将来の水素利用全体に対しての効果を明確化するために、本事業で取り組む技術

の及ぶ規模、範囲を示すことが望まれるとされております。 

 続きまして、研究開発マネジメントです。開発目標や計画は、現時点での社会情勢など
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を踏まえ適切なものであり、実施者も技術力や事業化能力を有している。液化水素輸送に

関して、グローバルエネルギー企業を加えた技術研究組合を結成し、国際的な規制への対

応を構築しているなど、評価できる。 

 問題点としましては、水素サプライチェーンの構築と水素エネルギー利用システムに係

る各テーマの関連が明確でないという点が指摘されております。提言といたしまして、水

素エネルギー利用については、一時的なブームが形成され、それが短期間に終わるという

ことが繰り返されてきた。将来、必須の技術であるという認識を持ち、一時的な雰囲気に

左右されることのないロバストな長期的戦略・ロードマップを描いた上で推進されること

を希望するというコメントをいただいております。 

 続きまして、研究開発成果についてです。中間評価まで実施期間が約 1 年半と短いた

め、成果の評価は難しい面があるが、事業全体を通して計画通り進捗して、中間評価は概

ね達成されているという評価になっております。ただし、ここまで実施した内容では、期

待以上の顕著な成果が認められていないというコメントをいただいております。 

 次に実用化に向けた見通し及び取り組みです。明確な実用化戦略を設定し、実用化に向

けた課題を示しつつ、戦略的な研究開発を進めている点は評価できる。四つのテーマは、

いずれも最終目標をクリアできれば、相応の経済効果が期待できるとされております。一

方、大規模水素利用を目指す事業では、研究開発の実施者だけでは事業が完結しない。そ

のためには、大規模発電事業者のような潜在的な事業化や水素ユーザーが将来的に参入し

ていただけるような成果やメリットの顕在化をすることが必要というコメントをいただい

ております。 

 最後に評点です。事業の位置付け・必要性は 3.0、マネジメントに関して 2.1、研究開

発成果は 1.9、実用化に向けた見通し及び取り組みは 1.7 という評価になっております。 

 以上です。 

○小林委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見をお願いいたします。 

 それでは、また私のほうから。この指摘にもありましたけれども、各プロジェクトの中

のサブプロジェクトといいますか、項目間の連携がもっと必要という指摘がありましたけ

れども、今後に向けてその辺りはいかがでしょうか。 

○吉積主任研究員 お答えいたします。 

 おっしゃるとおりのような御指摘があり、もともとは、それぞれが助成事業だというこ
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と、それから、例えばサプライチェーン事業の 2 件に関しましては、液化水素を用いるサ

プライチェーンの技術開発、有機ハイドライドを用いるサプライチェーンの技術開発、そ

れから発電事業 2 件に関しましても、小さい規模の発電を使った EMS を含めた技術開発。

それからもう一つは、大き目の火力発電に置きかえられるような技術開発。それぞれ、も

のすごく近いところでの連携というのはまず難しいというのがそもそもあり、当初それぞ

れの進捗を確認するような場を設けようとはしていたのですが、相互の関係としてはそこ

までは考えておりませんでした。 

 このような御指摘をいただきまして、そのような進捗をお伺いする場で、まず一つは、

それぞれの事業の確認は 4 件ばらばらにやるのですが、内容的に、それぞれ細かいところ

は相互には聞かれたくないというのもございますので、それは独立してヒアリングを実施

しますが、全体が終わった後に、その事業者の方々が一堂に会して、それぞれの悩み事

や、話せる範囲の進捗状況をお聞きするような場を設け、同じ水素を扱うということでの

情報の共有を図るような組織体を今後つくってやっていこうと思っております。 

○小林委員長 わかりました。 

 ほかに、今のお話と関連でも結構ですが。 

 浅野委員、お願いいたします。 

○浅野委員 今のとは直接かかわらないのですが、技術的な内容です。水素のコージェネ

の原動機について、出力規模を教えてください。それから、混焼ガスタービンも規模はわ

からないですが、要するに、大規模利用につながるようなステップをどのように想定され

ているかというのを確認したいのですが。 

○吉積主任研究員 混焼の小規模の分は、1MW を想定した発電、コージェネレーションを

考えております。 

○浅野委員 エンジンですか。 

○吉積主任研究員 ガスタービンです。1MW で水素発電を行い、ただし規模も小さいの

で、混焼ではありますが、水素 100％まで目指す計画で取り組んでおります。 

 それでつくった電気、熱、つまり蒸気ですが、それを地域に分配する、その道筋のやり

とりですね、それを含めたエネルギーシステムを構築するということを考えております。 

 一方、大規模のほうは 500MW クラスを考えておりまして、500MW クラスの発電所全体を

開発するのではなくて、水素発電に供される燃焼器の研究開発を行う。この研究開発のが

終わったタイミングで、引き合いさえあれば、お客様に販売することができるところまで
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もっていきたいと考えております。 

 基本的にはら、こちらは火力発電の置きかえをねらったサイズを考えており、そちらは

20％までの混焼です。 

○浅野委員 燃焼機の規模はどのぐらいですか、何 MW 相当ですか。 

○吉積主任研究員 発電機としての 500MW です。 

○浅野委員 そんな大きな燃焼機を試験されるわけですか。 

○吉積主任研究員 はい、燃焼器１機分の試験です。 

○浅野委員 わかりました。 

○小林委員長 よろしいですか。 

 宝田委員、どうぞお願いします。 

○宝田委員 すみません、非常に魅力あるプロジェクトで、期待しているのですが、今の

四つの報告、全体の取りまとめといいますか、量的な、全てのシステムを構築しながら、

この開発を進めているのでしょうか。今の 500MW、それから、もう一つはものすごく小さ

いのですが、そういうようなシステムとして、水素の供給から需要までですね。 

 それともう 1 点は、未利用エネルギー由来水素というような話が出ていますけれども、

そうしますとこれは国内だけの話ではなくて、外国との関係をどのようにこのプロジェク

トで進めているか、その 2 点をお聞かせ願いたいと思います。 

○吉積主任研究員 まず、最初の御質問ですが、基本は、それぞれの事業は独立で考えて

おります。全体の中で、この四つをやれば全てが埋まるということでは、まだまだありま

せん。まずは将来、2030 年ぐらいをターゲットにして水素のサプライチェーンを構築

し、国内からではなく海外から持ってくる前提で考えております。恐らく 2030 年以降、

水素の調達が国内からだけでは賄えなくなってきますので、そういう点でエネルギーの安

全保障、エネルギーセキュリティを考えても、海外から安定的に持ってくるという技術開

発を進めます。 

 それから、水素を出してくれる相手とのいろいろなやりとりが、これから長く必要なこ

とでございますので、その二つを目標に、プロジェクトをスタートして、現在は、海外の

未利用エネルギー由来の水素でサプライチェーンを構築するという技術開発を行っており

ます。 

 発電についても同じで、まずは小規模のものと、火力発電にもっていけるような規模の

ものをそれぞれ 1 件ずつ、着手しておりますけれども、また別の事業では、水素専焼の発



－17－ 

電技術も検討しておりますし、さまざまなそういうものが合わさった格好で、将来、2030

年から 50 年に向けて水素社会が広がっていくようなことになるのではないかと考えてお

ります。 

○宝田委員 わかりました。技術開発は、着々といくと思うのですが、この資源をマネジ

メントするようなところ、2030 年というと、もうあと 13 年しかありません。そうすると

今すぐに動かないといけません。 

 水素を持ってくるとなると、褐炭からだと、CO2 は向こうに置いてくるわけですよね。

そういった外国とのコンセンサス、どこをターゲットにして、本当に量的に確保できる

か、そのあたりもぜひ検討いただきたいと思います。 

○吉積主任研究員 お答えできる範囲ではありますけれども、たとえば褐炭由来の水素の

ほうはオーストラリアから持ってこようとしています。もちろん我々の事業を実施してい

る例えば川崎重工、電源開発等が、現地企業との関係のみにて進めているのではなくて、

オーストラリアのビクトリア州政府、それから連邦政府ともかなり綿密にやりとりをしな

がらやっています。実は先週、それから今週、こちらから、更には資源エネルギー庁から

も豪州に出向いていただいて、この事業の政策的な意義などを説明してもらった上で、一

体となって進めていくいくということを検討しております。 

○宝田委員 ぜひお願いしておきます。 

○小林委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 吉川委員、どうぞ。 

○吉川委員 水素もまだ随分高いし、それからもう一つは、やはり、本当に、今お話があ

ったように安定供給ができるかどうかということは、発電事業のほうをやっていらっしゃ

る方は、かなり心配していらっしゃると思うのです。 

 それで、ただ水素ステーションみたいに社会に広がっていくよりは、集中的に水素を管

理して燃やしたほうが、私は確かにいいとは思うのですが、よほど頑張らないとコストと

それから安定供給という意味で非常に厳しいものがあるという認識を持っています。その

辺りは本当に大丈夫ですか。 

○吉積主任研究員 今、この事業の出口としては、2020 年代後半にはプラント引き渡し

１Nm3あたり 30円、発電コストで 17円/ｋｗｈが褐炭、有機ハイドライドともに事業スタ

ート当初の試算として達成できるというところです。 

 したがって、それが我々の約束事なものですから、ともかくそこに目がけて頑張るとい
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うことです。 

 一方、この事業は、助成事業ですので。各社、費用的には非常に大きな持ち出しととも

に事業を進められております。とにかくこの事業をうまく最後までもっていって、ある

種、最後は何とか事業としてのメリットをそこで得るという覚悟で取り組んでいらっしゃ

ると思います。そういった意味で、何とかそこを成立させるように、我々も事業としての

進捗をしっかりと把握しながら進めていきたいと思っております。 

○小林委員長 どうぞ、佐藤委員。 

○佐藤委員 成果の実用化に向けた取り組みが 1.7 と評価が低く出ています。研究開発の

実施者だけでは事業化が完結しない、ユーザーの人たちに参入してもらえるような成果や

メリットが顕在化するような取り組みが必要であるということが書かれているのですが、

これに対してどう応えていこうとしているのですか。 

○吉積主任研究員 御指摘のように意義は高いけれども、後ろが少し心もとないというと

ころがございまして、それはそのとおりだと思っております。 

 その原因の一つとしては、まだ事業がスタートして 2 年にも至らないところですが、実

は、このタイミングで、いよいよその実証に向けて大きく事業が動き出す前のタイミング

で中間評価を実施するように、事業を組み立てました。したがって、まだ事業の技術的な

成果を事細かに報告できるような状況ではなかったというのが一つの理由として挙げられ

ると思います。 

 今の御指摘、それでは、これからどうやっていくのかというところですが、やはり、先

ほどの相互の関係もはっきりしないという御指摘もありまして、一体となって、一堂に会

したやりとりをするということを御報告しました。実は、その会議に、ユーザーとなって

いただけるような方々、例えば電力会社、ガス会社など、さまざまなステークホルダーの

方々もお招きして、そこで忌憚のない御意見いただきたいと思います。事業が終わってか

ら、さあできました、見てくださいではなくて、事業の途中、途中のところでしっかりと

見ていただいて、御意見を聞きながら進めていくというような場をしっかりつくってやっ

ていきたいというふうに考えております。 

○小林委員長 丸山委員、どうぞ。 

○丸山委員 少し細かいところですが、事業の目的を見ると、2020 年ごろに自家発云々

と書いてあって、要は日本のガスタービン屋さんが全部入っているわけですね。成果の実

用化に向けた取り組みの評価のほうが低いのは、ガスタービン屋さんから見ると、水素燃
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焼はまだ要素技術開発であって、システム開発に入っていないから低いのではという気が

しました。 

 もうこれ、2020 年、あるいはこっちで見れば平成 30 年に一応プラント設計に入ると。

とにかく小さいものを稼働させてみないことには、やはりわからないことは多く、それが

ありきで、将来の 500MW に持っていけるのですよね。ステップアップにものすごく距離が

あります。 

 その辺りが、ガスタービン屋さんから見て、どのぐらいこのプロジェクトが信用されて

いるのかがよくわからないという気が、この評価を見るとしましたが、その辺りいかがで

しょうか。 

○吉積主任研究員 的確な御指摘をありがとうございます。そういう局面もあったと思い

ます。ただ、一つは、小規模のほう、1MW 級の発電に関しましては、ちょうど来年の今ご

ろよりすこし前に、実際に神戸で発電事業を実際に目の当たりにできるということです。 

 それと、500MW の大規模のほうは、さすがに炉をつくって火力発電所をつくるまでは、

現時点では言えません。 

○丸山委員 多分、自家発電というか、小規模を、今大きいビルに入っているようなもの

が幾つかがかわるだけでも、相当基盤ニーズができてくると思います。今のガスタービン

の上乗せ分の、いわゆる売り込み先でやっていけば、将来像も逆に築けると思います。余

り大枠を最初は狙わなくても、自家発電用だけでも市場はある程度あります。 

 高層ビルは、これからどんどん建ちます。そこにもっていけるのかどうかの道筋が立つ

かどうかというのは、今後、技術評価がかなり違ってくるのではないかと思います。 

○吉積主任研究員 そういった意味では、技術をやっているだけではやはりだめで、まさ

に、ステークホルダーになりそうな人にそこをしっかりと見ていただいて、先ほど申しま

したように、さあできました、見てくださいではなくて、こういうものが今着々とできつ

つあって、こういうタイミングで、こんなものになりますよというものを、発信していき

ながら、広くお客様を募るということをやっていきたいと考えております。やはり、それ

をやらないと技術が広がりませんので、仕掛けていきたいというふうには考えておりま

す。 

○小林委員長 よろしいですか、少し時間が過ぎていますので、まとめさせていただきま

す。 

 中間評価なので、ぜひこの後半期待したいことを、三つにまとめてみました。 
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 最初は、各項目間の連携と同時に、佐藤委員がおっしゃったように、本当に実用化にも

っていくために、どういうふうにしたらいいか。ユーザーやステークホルダーを含めて、

きちんとした議論ができるようにということが 1 点目です。 

 それから 2 点目は、宝田委員からも御指摘がありましたが、資源マネジメントです。こ

れは、有機ハイドライドなども外国からですよね。 

○吉積主任研究員 そうです。 

○小林委員長 そのあたりも含めて、資源マネジメントをどうするかということをぜひお

願いします。 

 それから三つ目は、吉川委員、丸山委員、浅野委員もおっしゃっていましたとおり、コ

スト、安定性、それから技術の進展ぐあいをきちんと、ほかと比べてまだまだこれからの

技術ではあると思いますが、きちんとマネジメントをしていただきたいということです。 

 水素は非常に希望が持てますが、その分まだまだ危なっかしいところもあると思います

ので、ぜひ責任のあるマネジメントをしていただければと思います。 

 以上です。 

 よろしゅうございますか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして（3）「電力系統出力変動対応技術研究開発事業／（Ⅰ）風

力発電予測・制御高度化（Ⅱ）予測技術系統運用シミュレーション」の（中間評価）で

す。 

 それでは、お願いします。 

○内田主査 別添のほうをお開きください。 

 別添 1 ページ目に示しておりますとおり、本分科会は 10 月 18 日に開催しております。

議事次第は記載しておりますとおりです。 

 ページを飛びまして 7 ページ目をごらんください。本プロジェクトの目的ですが、風力

発電の急激な出力変化、以下、ランプと呼んでおります。ランプに着目し、その予測技術

や出力制御技術を高度化させ、それを踏まえた需給運用の基本的手法を確立するというこ

とを目的としております。この評価対象プロジェクトは、研究開発項目（Ⅰ）風力発電予

測・制御高度化と、（Ⅱ）予測技術系統運用シミュレーションの二つで構成されておりま

す。それぞれの目標は、その面に記載しておりますとおりになっております。 

 開発スケジュールは次の 8 ページに示しております。開発期間は平成 26 年から平成 30
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年までの 5 年間となっております。実施体制は、早稲田大学、岩本伸一教授をプロジェク

トリーダーとしまして、東京大学、早稲田大学、エネルギー総合工学研究所、電力中央研

究所、東京電力、東光高岳を実施先として実施しております。 

 予算規模は、9 ページに示しておりますとおり、年間 30 から 50 億円程度で、現時点ま

でで 116 億円となっております。 

 続きまして、評価に移ります。評価概要を御参照ください。 

 1 ページ目に示しますとおり、分科会委員は、東京大学大学院工学系研究科、荒川忠一

教授を分科会長としまして、再生可能エネルギー事業者、風力・流体専門家、及び電力系

統の専門家で構成されております。 

 では、評価に移ります。総合評価、2 ページ目に書いています。変動型再生可能エネル

ギーの拡大に対応した電力系統需給運用技術構築にあたり極めて重要な位置づけであり、

研究項目ごとにおいて妥当な仲間成果を上げていると言える。 

 問題点として、各ワーキンググループ間での横の連携が不十分であるという指摘です。

提言としまして、電力系統運用・制御上の制約条件下での再生可能エネルギー電源の導入

量最大化を目指し、プロジェクト全体の PDCA サイクルをしっかり回すことにより、最終

目標に確実に到達できるようにマネジメントしていただきたいといただいております。 

 各論に移ります。事業の位置付け・必要性ですけれども、種々のランプ予測手法の比較

検証や蓄エネルギー技術の協調制御など、他事業では余り扱われていない開発項目を含む

本事業は非常に重要であるとされております。 

 続きまして、研究開発マネジメントです。目標、実施体制に問題はない。一方、運用範

囲が電力会社の同一管内・同一区域なのかなど、曖昧なところが見受けられる。実証試験

に関しては、今後の運用において、アグリゲーターやバランシンググループの形成などを

想定した考え方を示すことにより、より効果的になるなどの指摘をいただいております。 

 続いて、研究開発成果です。中間目標については概ね達成されている。成果の普及につ

いても着実に実施されているとされております。一方、ランプの定義次第で、プロジェク

ト全体の成果は大きく変化する。現在のランプ定義の妥当性を、需給シミュレーションを

用い、早期に検証する必要があるとの指摘をいただいております。 

 最後に、成果の実用化に向けた取り組み及び見通しです。実用化に向けての戦略は明

確、また、実用化と普及に向けたマイルストーンも明確に示されています。一方、配電事

業者によって、再生可能エネルギー発電の電源構成比は大きく異なるため、各 WG の成果
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について、普及に向けて共通の部分と地域固有の部分を切り分けて示しておくと、実用化

のための課題がより明確になり、マイルストーンの確度も上がると思われるという指摘を

いただいております。 

 最後に評点になります。事業の位置付け・必要性は 3.0、研究開発マネジメント 1.9、

研究開発成果が 1.9、実用化に向けた見通し及び取り組みが 1.6 となっております。 

 以上です。 

○小林委員長 ありがとうございました。 

 それでは、今の評価結果及び評価プロセスについて、質問・御意見をお願いします。 

 浅野委員におかれましては、本プロジェクトに実施者として参画していらっしゃいます

ので、利害関係の観点から、本議題に関しては御発言いただきませんようお願いいたしま

す。 

 それでは、御意見、御質問をよろしくお願いいたします。 

 佐藤委員、お願いいたします。 

○佐藤委員 これも成果の実用化に向けた取り組みの評価が低いのですが、どういう点が

低く評価されていると今感じていらっしゃいますか。 

○吉川統括研究員 中間評価を受けた時点で、具体的な成果が見せられなかったところと

思っております。ただし、分科会では、もっと頑張って加速してやってほしいという前向

きなご意見も多く、そういったところが少し厳しい、期待値も込めた評価につながったと

個人的には思っているところでございます。 

○佐藤委員 今現在の電力システム改革により、事業背景が大きく変化しているというこ

とが、背景にあるんだと思いますが、その点はどう考えていらっしゃいますか。 

○吉川統括研究員 現在も進行中の各種委員会等などで決まったことはすぐ反映するとい

う動きをしております。例えば、今後の実証試験などでは、それも踏まえた形の試験項目

を追加するなどの対応をしているところでございます。また、事業に参加しておられる先

生方も、国の委員会に参加されている先生方が多いものですから、すぐに、これもやらな

いといけないという御指導をいただきまして、反映しているところでございます。 

○佐藤委員 ちょっと専門的には余りわからないのですが、これ、風力発電、いわゆる再

生可能エネルギーを中心にということですよね。 

○吉川統括研究員 はい。 

○佐藤委員 ただし、今、盛んに言われているのは、エネルギーシステムは、自己完結型



－23－ 

のエネルギーシステムでないと、集中型のエネルギーシステムをやっていても、世界では

個々の自分で使うものは自分で発電・蓄電するというような動きが強く、そのためのビジ

ネスモデルが、世界各国あちこちで起きています。 

 ただ、非常に大電力を必要とするようなものは、インフラとして当然必要です。大規模

に発電して、大規模に蓄電しておくというのは当然必要ですが、両方のバランスをとりな

がら、二極化して、やっていくということをやっていかなければならないような気がしま

すが、その辺りはどのように考えますか。 

○吉川統括研究員 このシステムは、いろいろな新エネを含め、蓄エネルギーであったら

電池も入ってきますし、空気圧縮や、バイオガスなど、そういったいろいろな、各地で使

われるようなものをどう取り組んでいくかというようなケースも想定しております。シミ

ュレーションシステムは、東日本地域で想定した形でつくるのですが、その中で、いろい

ろなパターンで再エネの比率を高めたシミュレーションができるように取り組みをしてい

るところでございます。この事業の成果として、皆さんに使っていただけるようになれ

ば、いろんなパターンでシミュレーションをしていただけるということになると思いま

す。 

○佐藤委員 超スマート社会の実現にはエネルギーが最大の問題の一つで、それをどうい

うふうに予測して、どういうふうにバランスをとってやっていくのかというのが問題にな

っていくと思うので、それにつながっていくような取り組みをぜひお願いします。 

○吉川統括研究員 はい。ありがとうございます。 

○小林委員長 吉川委員。 

○吉川委員 ちょっとお伺いしたいのですが、夜間の風力はどのように考えていらっしゃ

るのでしょうか。 

○吉川統括研究員 風力発電は一日中を考えております。 

○吉川委員 余剰になりますよね。 

○吉川統括研究員 はい。余剰になる場合もあります。 

○吉川委員 その辺りのところは、何か対策を考えていらっしゃるのですか。 

○吉川統括研究員 気象条件等によって受け入れできないときには、若干、電池関係で吸

収したり、風力発電側で制御したりなど、いろいろな方法で調整をします。 

○吉川委員 揚水発電ということはお考えになっていらっしゃらないのですか。 

○吉川統括研究員 シミュレーションの中で揚水発電も含めた形でできるようにしており
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ます。 

○吉川委員 というのは、原子力が、今かなり下火になっていて、その余剰用に、かなり

揚水発電のシステムを日本はつくったのですよね。それが、稼働率が非常に、今、低いと

いうことなので、ぜひ、やはりそこのところは、あいているものをどんどん利用していく

ような方策を立てられるべきではないかと思います。 

○吉川統括研究員 揚水につきましては、現在は夜間に汲み上げて昼間に発電しています

が、昼間に汲み上げるパターンなど、いろいろなケースでのシミュレーションができるよ

うになりますので、今後、適用幅は広がってくると思っています。 

○小林委員長 平尾委員、お願いいたします。 

○平尾委員 今回、総合評価のところで、ワーキンググループ間での横の連携が不十分で

あるという御指摘があって、体制を拝見する限りだと、案外、横の連携がとれそうなとこ

ろが参画しているのではないかなと思う反面、やはりプロジェクト自身、ここの中間まで

だと、それぞれのところで別にやってしまっているのかなというふうにも感じられます。

その辺りは今後どのように横の連携を、具体的にとっていくのでしょうか。 

 線図で上下に線を引くのは簡単ですが、そこを具体的にどういうふうに進められるか、

もしお考えがあれば教えていただきたいです。 

○吉川統括研究員 連携につきましては、当初から、このワーキングとこのワーキングの

関係という形で整理はしてきたのですが、中間評価では、具体的にどう活用されたかなど

のお示しができませんでした。今後、実証試験が始まってまいりますし、モニタリングシ

ステムからの気象関係のデータなども今後集まりますので、そういったところのやりとり

など通して連携を図っていきます。また、シミュレーションで得られた成果を実証に反映

するなど、具体的検討を始めているところでございます。 

 今回、連携が弱いという御指摘をいただいたことについて、各ワーキングで再度精査し

て、調整をしたのですが、そういったステップも踏めたということで、非常によい御指摘

をいただいたというのが、我々の考えでございます。 

○小林委員長 丸山委員、どうぞ。 

○丸山委員 一番最後に、この需給シミュレーションプラットフォームは終了後云々と書

いてありますが、これをどうするのかという話です。つまり、とにかくどうやってつくっ

ていくのかという話と、日本はやはりこういうものの知財を誰が管理して、しかもこれか

らのビッグデータを誰の知財にするのかという見通しまで、これから NEDO はつけなくて
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はいけないと思います。その辺、どういうふうにしていくのかを教えていただきたいで

す。 

○吉川統括研究員 今、最終的な扱いをどうするかというところは、実施者のほうも含め

て検討をしておりまして、まだ結論は出ていませんが、管理箇所や管理方法などの課題も

含めて検討しているところです。 

○丸山委員 私も事業評価みたいにやっているのですが、結局こういうものをある程度最

初に仕込んでおかないと、最後はなかなか、受け手がありません。だから、中間ぐらい

で、やるというのをかなり NEDO が指導しないと、おそらく難しいのが今までの実態だと

思いますので、よろしくお願いします。 

○吉川統括研究員 これについては、使われるであろう電力会社さんも全て、ワーキング

グループでオブザーバー参加していただいております。また、今週、電気学会の全国大会

があるのですが、その場で、本事業に関する半日のシンポジウムを開催していただけるこ

とになりましたので、そういった場でこういうものをつくっていますということを PR し

ながら、皆さんの意見を取り入れて、実用化を少しでも進めるように取り組みたいと考え

ております。 

○小林委員長 ほかはいかがでしょうか。 

 では私のほうから。一つは、特許がないですね。これがなぜかというのが 1 件と、 も

う一つは、今の議論で、この技術のステークホルダーやユーザーは誰かということです。

これは、予測制御高度化とか、シミュレーションですよね。それで、さきほど佐藤委員が

おっしゃったように、大規模なものであれば、今の電力会社のようなところだと思います

が、今度、小規模になると、かなりユーザーも違うかもしれません。 

 その 2 点を教えてください。 

○吉川統括研究員 基本的に成果は公開することとしております。それぞれの実施者には

予測技術関係などのノウハウ的なところは蓄積されるのですが、ほぼ一般的に皆さん使っ

ていただけるものであろうということで、基本的に、論文はたくさん出し、社外発表をし

てくださいというお願いをしております。なるべく公開で行きましょうというようなスタ

ンスで対応しておりました。 

 ステークホルダーにつきましては、例えば、電力会社であるとか、再エネ関係の研究者

などを考えているところでございます。 

○小林委員長 そうすると、実用化は、これはまだ評価は低いですが、それは技術開発が
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進んでないからという理解でよろしいですか。 

○吉川統括研究員 はい。 

○小林委員長 わかりました。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 これも先ほどの水素と同様に、国としても進める非常に重要な技術開発の一つだろうと

思います。 

 それでは、まとめさせていただきますと、一つは、最初に佐藤委員がおっしゃった、私

もそう思いますが、やはりステークホルダーはどこを狙って、どういうバランスでこの研

究開発は進めていくのかというところだろうと思います。スマートコミュニティのお話も

出て、第 5 次科学技術基本計画の中でそのような話もありますので、そのあたりを少しま

とめていただきたいと思います。 

 それから、二つ目ですが、これは既にもう指摘がありましたが、連携ですね。体制を見

た限り、かなり密に連携しているように見えますが、なかなかそうでもないかもしれませ

ん。ぜひその辺りは進めてほしいと思います。 

 それから最後は、その実用化に向けての体制、取り組みをぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

 ほか、よろしゅうございますか。 

 それではどうもありがとうございました。 

 以上が中間評価になります。 

 次は、事後評価になります。 

 (4)「安全・低コスト大規模蓄電システム技術開発」（事後評価）です。それでは、評

価部から説明をお願いいたします。 

○坂部主査 資料 4-4（別添）をご覧ください。 

 1 頁目に、分科会議事次第が載っております。分科会は、昨年 11 月 22 日に実施しまし

た。議事次第はご覧のとおりです。 

 少し頁を飛ばしまして、8 頁目をご覧ください。 

 8 頁目上段、事業の位置付けは、太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーの大量

導入を図るため、天候による電力系統の不安定化を防ぐべく、電力貯蔵により電力系統を

安定化させることにございます。 

 8 頁目、下段を説明します。研究開発目標は、より低コストで長寿命、安定性が高く、
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システム効率 80％以上の蓄電システム及びその要素技術を開発し、円滑な普及促進を図

ることにございます。具体的な数値目標は、記載のとおりでございます。 

 次に、9 頁に移りまして、体制に関しましては、企業が中心の助成事業と、大学が主体

の委託事業と、大きく二つに分けられて、実施されております。 

 スケジュールは、平成 23 年度にスタートし、平成 25 年度に一度中間評価を行い、平成

27 年度に終了しております。費用に関しましては、NEDO 負担額は、5 年間で合計 63 億円

となっております。 

 続きまして、資料 4-4、評価報告書（案）の概要の 1 頁目をご覧ください。 

 委員は記載の 6 名で、分科会には委員 6 名全員に御出席いただいております。 

 委員は、系統連系、電力貯蔵、電池、キャパシタ、蓄電システムの専門家の方々から構

成されております。 

 七原分科会長は、採択委員と中間評価委員、森分科会長代理、荒川委員、谷本委員は中

間評価委員も務めていただいております。 

 2 頁目をお開きください。評価概要の要点をかいつまんで紹介いたします。 

 まず初めに、総合評価です。大規模蓄電システムは、系統安定化や負荷平準化の観点か

ら今後注目されるテーマで、世界的にリチウムイオン蓄電池の低価格化が進んでいるもの

の、動作条件・環境に対する信頼性と、低価格化のいずれにも課題が残っており、リチウ

ムイオン蓄電池だけでなく、鉛蓄電池、ニッケル水素電池、フライホイールなど幅広い方

式に取り組んだ本事業の意義は大きい。蓄電システムの開発においては、かなりチャレン

ジングな目標を概ね達成できる見通しが得られ、共通基盤研究においても、蓄電池の実用

化のために不可欠な劣化診断、安全性評価等の技術が進歩し、成果の波及が期待できる。 

 一方、蓄電システム開発においては、まだ研究開発途上で見通しが十分ではなく継続的

な支援が必要なテーマもみられた、というコメントがございました。 

 次に各論に移ります。総合評価と重複するところは割愛させていただきます。 

 はじめに、事業の位置付け・必要性については、電力系統の安定性を確保する蓄電シス

テムの需要は今後、世界的に高まると予想され、コスト低減や長寿命化、安全性に加え、

電池容量管理、温度管理など運用上の課題も解決することが必須であり、本事業でこれら

に取り組んだ意義は高く、時宜を得た事業であった、というコメントがございました。 

 続きまして、マネジメントに移ります。提案公募によるテーマ募集としたことにより競

争環境の中で実施者にとって必要性の高い研究開発が選定され、成果達成に向けたインセ
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ンティブになったと思われる。実証試験は潜在顧客へのアピールという意義も大きく、ユ

ーザーとの連携体制構築への足掛かりにもなった。共通基盤研究において、精度より簡

便・低コストを指向したことは実用性の観点から的確な判断であった。 

 一方、異なる電池系の技術で、参画企業間の技術ポテンシャルに差がある中で、同じ開

発目標での競争が妥当であったか議論しても良かった、というコメントがございました。 

 次に、研究開発成果に移ります。実施者が保有する技術をベースに本事業で取り組む改

善テーマを絞り込み、コスト、蓄電容量、寿命などの目標値の達成を見通したことは評価

できる。実証試験では、運用等に関するノウハウも取得し、（ベルの音あり）実運用に即

した評価ができた。共通基盤研究では、劣化診断技術、安全性評価技術など、実用化のキ

ーとなる技術に進展があった、というコメントがございました。 

 最後に、実用化・事業化についてです。蓄電システムの開発では、2020 年に向けて、

電力会社と連携し、比較的小規模の蓄電システムとなるスマートグリッドや自然エネルギ

ー調整などからの実証も始められており、事業化への着実な展開が期待される。共通基盤

研究では、実使用におけるニーズを研究に反映させ、2020 年に向けた実用化と成果の普

及の取り組みを進めている。 

 一方、技術開発ステージで実施者間に差があり、スムーズに事業化に結びつくのか懸念

されるテーマもあった。 

 材料関連、環境関連技術は日本がなおアドバンテージを持つ分野であるので、標準化に

ついて様々な角度から系統し、海外戦略についても進めてほしいというコメントがござい

ました。 

 最後に、評点でございます。評点は、こちらに示しますように、2.8、2.2、2.5、1.8

と、比較的良好な結果となっております。 

 以上です。 

○小林委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明、評価結果、あるいは評価プロセスについて、質問あるい

はご意見ございますでしょうか。 

 どうぞ。浅野委員。 

○浅野委員 余剰対策の 2 万円/kWh は適切だと思うのですが、短周期の周波数変動の調

整用の目標は 7 万円/kW という数字と、もう一つ、18 万円/kW という二つの数字があっ

て、そもそもどちらが正しいかというのと、kW は、kWh の間違いじゃないでしょうか。 
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 あと、もっと重要なのは、目標を達成したかどうかです。こういうオーダーの蓄電池は

まだ実現していないので。その成果を確認したいと思います。 

○細井統括研究員 プロジェクトのコスト目標は、短周期では 7 万円/kW であり、単位は

kWh ではありません。調整用の火力発電を意識して、パワーコンディショナー（パワコ

ン）を除いて 7 万円/kW という目標設定を行っております。 

 一方、18 万円/kW については、シンクタンクが実施した調査のレポートにおいて、事業

採算性を有するのは、パワコン込みで 18 万円/kW 以下とされていることに基づくもので

す。 

○浅野委員 それで、達成したのでしょうか。 

○細井統括研究員 本プロジェクトでは、各社とも 7 万円/kW という目標は達成しており

ます。 

○小林委員長 確認ですが、7万円/kWと 18万円/kWの差は、ビジネスをやるには 18万円

/kW でないとだめというお話ですか。 

○細井統括研究員 現在は火力発電で周波数調整を実施しているので、ディーゼル発電等

に匹敵するコスト目標の設定が必要です。各電力会社等へヒアリングを行った結果とし

て、パワコンを除いた蓄電池部分で 7 万円/kW という目標を設定しました。 

 一方、18万円/kWについては、パワコンを含めて 18万円/kWであれば、ビジネスとして

成立するのではないかというレポートが公開されているということでございます。 

○小林委員長 もう少し確認です。達成したけれども、実用化へ向けた取り組みはそれほ

ど点が高くないのは、なぜでしたか。 

○細井統括研究員 企業グループ 7 社が参画したのですが、既にかなり手広く大規模蓄電

池でビジネスを展開している実施者がいる一方、まだ技術開発ステージの実施者もあり、

様々なステージの実施者が混在するプロジェクトになっています。 

 そういう意味で、評価が高い実施者もあれば、まだ試金石レベルの実施者もあり、混成

だったと理解しております。 

○小林委員長 なるほど。成熟度に差があったという理解ですね。 

○細井統括研究員 はい。 

○小林委員長 ありがとうございます。 

 何かほかに御意見、御質問ございますか。 

 平尾委員、どうぞ。 
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○平尾委員 タイトルの頭に「安全」とついておりますが、各蓄電池で、かなりのエネル

ギー量が 1 カ所に固まっている状態のときに、どういうことが起きるかということは、あ

まりよく理解されていないのではないかなと思っています。 

 その辺、安全性評価はいろいろと行っているということは書かれているのですが、安全

性の評価技術については、このプロジェクトの中では開発されていたりしたのか。あるい

は、実際にショートが起きたときに、どの程度の被害が起きるかといった分析まで行われ

ているのかについて、教えてください。 

○細井統括研究員 蓄電池自体の安全性については、釘刺し試験や、加熱試験、過充電試

験等の評価手法が既に JIS 等で規格化されていますので、本プロジェクトでは、各社がそ

の規格に準じて開発した蓄電池（デバイス）を評価しております。 

 一方、蓄電システムとしての安全性については、実証試験の実施に際して故障モード影

響解析（FMEA）やフォルトツリー解析（FTA）等を行うように NEDO から指示を出していま

す。また、海外認証機関の安全認証の取得や、蓄電池の納入されたコンテナ内で発火事故

が発生した際の消火剤の自動噴射による消火シミュレーションを実施した実施者もござい

ます。 

 ○平尾委員 恐らく、安全性評価は競争するところじゃなくて、全体で共有するべきと

ころです。今おっしゃったように、JIS の標準化されたものがあり、ヨーロッパのテュフ

の認定とかもあるとは思うのですが、先ほど申し上げたとおり、電池が非常にたくさん密

に集積されたときに、1 カ所で発火が起きたときに、全体にどう広がるかとか、素人なが

ら少し心配してしまうものですから、その辺の安全性をタイトルどおりきっちりと担保さ

れているというのを、FMEA ももちろん必要だと思いますけれども、ぜひ進めていただけ

ればと思います。 

○小林委員長 稲葉委員、どうぞお願いします。 

○稲葉委員 ここまでで審議した 4 件のプロジェクトはどれも大変で、本当に世の中のあ

り方を変える、社会を変えるようなもので、まさに NEDO がやるべきプロジェクトをやっ

ているということでとても良いのではないかと思います。ですから、評価が低いのは余り

気にしなくていいのではないかと思います。 

 ただ、佐藤委員が最初におっしゃられたように、きちんとしたビジョンがあって、ロー

ドマップがきちんとあるかないのか。借り物のロードマップとかビジョンではなくて、

NEDO さん自身のロードマップ、ビジョンを、本当に持っているのか。そこがやはり鼎の
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軽重を問われるという部分があります。 

 それから、基礎研究ではなく、実用化を目指すということですから、まさに委員長以下

がおっしゃられたように、ステークホルダー、需要家がもう少しイメージをきちんと意識

したものでないといけない。マネジメントをまとめるプロジェクトリーダーの方々が、そ

ういうことをきちんと意識できる能力のある人を持ってこないとだめだという話です。 

 これは、事後評価ですけれども、要するにプロジェクトのまとめ方に多様なものを入れ

過ぎたということで、それで損したということかと思います。 

 ただ、全体でいえば、私はとても感動を受けて、これこそ本来の NEDO さんがやるべき

ものだという印象を持ちました。 

○小林委員長 大変よいコメントをいただいておりますが、他にはいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 これも、先ほどのも含めて非常にやはり意義は高いということだろうと思います。 

 二つだけちょっとコメントさせていただけると、「安全」とついていますので、平尾委

員がおっしゃったように、全体としてはやはり安全の確保というのをぜひ、これからもお

願いいたします。 

 それから二つ目は、今、稲葉委員もおっしゃいましたけど、各技術の進展具合によっ

て、全体としては少し、必ずしも実用化は高くなかったのかもしれないけども、今後この

技術の実用化のステークホルダーをきちんと意識して、実用化に向けて進展していただき

たいということでございます。 

 ただ、これは事後評価ですので、関連のプロジェクト、あるいはプログラムにぜひこの

成果を活かしていただきたいということだろうと思います。 

 そういうところでよろしゅうございますか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、これで 4 番目の事後評価は終了いたします。 

〔休  憩〕 

 

○小林委員長 それでは、再開させていただきます。 

 (5)「太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発」（事後評価）です。 

 では、評価部からお願いいたします。 

○坂部主査 資料 4-5（別添）をご覧ください。分科会は、昨年 11 月 21 日に開催されま
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した。議事次第はご覧のとおりです。 

 少し頁を飛ばしまして、6 頁をお開きください。6 頁上段に、位置付けが記載されてお

ります。「エネルギー基本計画」で設定された目標に基づき、ゼロエネルギーハウスの実

現を目指すことにございます。 

 研究開発目標は、6 頁下段をご覧ください。平成 25 年までに開発した高性能断熱材、

高機能パッシブ蓄熱建材、戸建て住宅用太陽熱活用システムを実装し、平成 27 年度末ま

でに、空調・給湯エネルギーが一次エネルギー換算で半減される可能性があることを実証

する、という目標でございます。 

 次に、7 頁上段をご覧ください。スケジュールは、プロジェクト前半の平成 23 年から

25 年度まで、①から③の材料、システムの要素技術開発を行い、プロジェクト後半の平

成 26 年、27 年度で、①から③の成果を実装した実住宅で④として効果検証を行っており

ます。⑤の評価法の構築に関しましては、平成 28 年度まで延長しております。 

 7 頁下段から 8 頁には、体制が記載されております。7 頁下段と 8 頁上段は、プロジェ

クト後半で行った④の実施体制図でございます。体制は大きくマッハシステムと OM ソー

ラーシステムの二つのグループに分かれており、7 頁下段が新築、8 頁上段が既築の体制

図となっております。 

 8 頁下段は、研究開発項目⑤の評価方法の構築の体制図となっております。 

 次に、9 頁をご覧ください。費用は、NEDO 負担額が 6 年間で、トータル 11 億円です。 

 続きまして、資料 4-5、評価報告書（案）の概要の 1 頁目をご覧ください。委員は記載

の 7 名で、分科会には 7 名全員御出席いただいております。委員の方々は、それぞれ、ハ

イブリッドソーラーシステム、断熱・蓄熱建材、建築都市計画、空調制御、エネルギー収

支評価、建材試験の専門家の方々から構成されており、秋澤分科会長と岩前分科会長代

理、藤本委員は、中間評価委員も務めていただいております。 

 続きまして、2 頁をお開きください。評価概要の要点をかいつまんで紹介いたします。 

 初めに、1．総合評価です。太陽熱活用システム評価法の構築は省エネ基準の進展とい

う政策動向に即したもので、今後の市場拡大に繋がるものと期待される。開発した要素技

術を実住宅で実証し、省エネ評価方法の開発を通じて実務へ反映させる一連の計画は積極

的に評価できる。空調・給湯エネルギーが一次エネルギー換算で半減できる可能性がある

ことを日本各地の複数の住宅で実証したことの意義は大きい。 

 一方、プロジェクト前半の要素技術で開発した高性能断熱材と高機能パッシブ蓄熱建材
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のコンポーネントの改善点や将来的な展開が十分に示されておらず、実証住宅に参加した

企業がこれら要素技術を積極的に利用する姿勢もあまり感じられなかった、というコメン

トがございました。 

 次に、各論に移ります。総合評価と重複するところのコメントは割愛いたします。 

 初めに、位置付け・必要性についてです。住宅分野で、太陽熱の有効利用も含めた総合

的なアプローチは、給湯負荷が多い日本の条件に適合し、住宅のエネルギー量の削減、

Zero Energy House への大きな道筋を示す、非常に意味のある研究開発事業である。我が

国で活用が進んでいない太陽熱エネルギー活用型住宅を後押しするものであり、政策への

対応、国際競争力向上の観点からも妥当であるというコメントがございました。 

 続きまして、マネジメントに移ります。実証住宅の建設場所について寒冷地と温暖地で

はエネルギー需要も異なるため、地域性を考慮した実証とした点は評価できる。社会・経

済の情勢変化に応じて、太陽熱活用システムの評価法を新たに加え、検討し、事業の加

速、縮小、中止、見直し等を的確に実施した点も評価できる。 

 一方、プロジェクト前半で開発した要素技術の性能が実住宅で計測された結果として必

ずしも報告されていない状況が見受けられ、プロジェクト全体からみると事業目的として

掲げた項目と最終的に得られた研究成果に齟齬が発生した印象があった。一次エネルギー

消費削減なのか負荷削減なのか、評価基準にぶれが見られ、最終的な成果が統一的に理解

されない形となっていた、というコメントがございました。 

 次に、成果に移ります。目標未達の場合でも原因を明確にし、実現する上での課題も実

証を通して明らかにした点は評価できる。 

 一方、プロジェクト前半で開発した高性能断熱材および高機能パッシブ蓄熱材の実証は

十分でなく、これら要素技術の施工性や、流通性、耐久性などの改善点に関する現場での

実証結果もしっかり示す必要があった。一部の実施者については、評価のプロセスも曖昧

で、再現性・妥当性が判断できない点に課題があったというコメントがございました。 

 最後に、4 実用化・事業化についてです。貴重な実データの長期取得や学術的な評価

が実施者によってはきちんとなされ、事業者のホーム頁などにも情報が展開されており、

事業者が実用化している太陽熱エネルギー活用型住宅の販売促進に寄与するものと考えら

れる。 

 一方、プロジェクト前半で開発した要素技術の実用化や事業化の計画やマイルストーン

の設定に改善の余地がみられた。現場の声を要素技術開発側にフィードバックし、プロジ
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ェクト全体で適切な実用化開発を進めるような工夫も望まれたというコメントがございま

した。 

 最後に、評点についてです。評点は、2.9、1.4、1.6、1.3 で、いずれも概ね妥当また

は概ね適切以上の点数ではございますが、他のプロジェクトに比べると、2.～4.の項目が

若干低目の点数になっております。理由といたしまして、二つの実施グループのうち、一

つのグループにおいて、プロジェクト前半での活用が、うまく活用したということが示さ

れていなかった点が評価に影響しているのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○小林委員長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見をお願いいたします。 

 はい、稲葉委員。 

○稲葉委員 全体の位置付けがよければ、実用化は評価が低くても良いと見ていたのです

が、このプロジェクトは、少し点数が低いですね。今まで D 評価が出たことはありました

か。 

○徳岡部長 昨年度は、一つだけありました。 

○稲葉委員 それに匹敵するものだと思います。今、御説明いただいたのですが、もう少

し補足が必要ではないかという気がいたしました。 

○小林委員長 全体的に、今の評価部側からの説明に加えて何か、評価が低かったことに

関しての補足があれば、お願いします。 

○田村主査 省エネ部の田村でございます。 

 今回、評価の中で特に指摘されているのが、前半で開発いたしました高性能の断熱材、

それから高機能のパッシブ蓄熱建材の使われ方でございます。本プロジェクトは、先ほど

説明がありましたけれども、前半 3 年間の要素技術の開発の中で、二つの建材の開発と太

陽熱活用システムの開発を実施しております。 

 実証住宅の中に、それらの建材を盛り込んで、実際に太陽熱のシステムを使いまして、

省エネ効果として、空調・給湯エネルギーが半減できる可能性を示すというところが目的

でございました。建材につきましては、中間評価の段階で、当初の目標は達成ということ

で、その中で、基準に達したものにつきまして、後半事業の公募の際に、この建材を使っ

て評価することということを NEDO 側から示してございます。 

 それで、公募要領の中に 2 点、記載してございまして、一つ目は、一部屋に必ず真空断
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熱材、それから蓄熱建材を使うことということ、二つ目は、その建材の効果が検証できる

形で評価することというように二つ盛り込んでございます。 

 今回、このように評価が低かった原因の一つは、実際に実証住宅の中で評価はされたの

ですけれども、現場で実際に行いました施工性や、使い勝手についても、いろいろと課題

は出ていたのですが、そこがうまくまとめて当日報告なされなかったということでござい

ます。 

 もう一つは、今回、二つのグループが、工務店の集まりが実施者ですが、そのうちの一

社が、これらの建材を使った評価等の結果についてきちんと分科会当日に説明できなかっ

たということもあり、委員の方々に実際やっていないのではないかというような印象を与

えてしまったという事もございまして、このような結果になったと考えております。 

 実際に、真空断熱材や蓄熱建材を使った評価データは出ておりますので、最終的な報告

書の中には、きちんと盛り込んでおくように追記しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○徳岡部長 事務局から少し補足させていただきます。資料 4-5 の別添の 4 頁をご覧いた

だくと、この事業に参加した実施者が書いてございますが、本プロジェクトは日本全国の

気候帯で実施をするということを目的としておりますので、地域の工務店がたくさん参加

しており、NEDO 事業に不慣れな方も多かったのではないのかと推察しています。 

○小林委員長 全体を取り仕切るプロジェクトリーダーというのは、特に居ないのでしょ

うか。 

○田村主査 プロジェクトリーダーは設けていません。 

○小林委員長 マネジメントに関しては、今、部長からお話があったように、おそらく非

常に難しかったのだと思うのですけれども、この教訓を今後どのように活かしていくかと

いうことです。地域の工務店などの独立性の高い実施者をどのようにマネジメントしてい

くかというのは課題だと思いますが、そのあたりは如何でしょうか。 

○田村主査 今回の体制は、地域工務店が十何社か参加していますが、二つのグループそ

れぞれに工務店を管理するところがございます。NEDO としては、今まで、その工務店を

管理する二つの事業者に、技術委員会等にも参加してもらいながら、いろいろな指示を出

しているというところでございます。 

 そこから各地方の工務店に、どういうふうに伝わっていったかというところが、なかな

か難しい面はございますが、管理の中では、定期的に、毎月各グループの工務店が皆参加
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して、勉強会を開催したり、いろいろな現状の課題等について話し合ったりといった工夫

もしていたようです。 

 今後こういう形態のプロジェクトが出てくるかどうかは別として、やはり工務店を取り

まとめている実施者については、きちんと NEDO が進捗管理や、技術的なアドバイスをや

っていく必要かあるというのは、今回の事業を通じて感じるところです。 

○小林委員長 佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤委員 今の話を聞いていて感じたのですが、一般市民が、住宅とかで使うエネルギ

ー問題を解決しないと、結局うまくいかないと思います。 

 工務店とか具体的な事業者が、非常に大きな成果とかメリットを感じないと、エネルギ

ー問題をいろいろ言ったとしても、なかなか社会としては活用しません。 

 見方を変えれば非常に重要なプロジェクトだったのだろうと思うのですが、どこまで具

体的に使えるのか、使えているのかということが、余り見通せないような状況になってい

るというのは非常にまずいです。事後評価だから、どのように反省し、どのように次のプ

ロジェクトに展開していくか考えないと、NEDO としては非常にまずいという気がします

が如何でしょうか。 

○田村主査 確かにそのとおりです。実際のマネジメントの中では、現地の住宅で技術委

員会等を開催し実際の住宅を見ながら、委員の先生に指導をいただき、NEDO も同席し

て、どのようにやっているかというところを実際には確認しております。 

 あと、地方の工務店ですので、NEDO 事業に参加しているということやリリース情報を

地方紙に掲載してもらう活動をしているところもありました。 

 今後、反省を活かしていくという点については、最終的な報告書には、少なくとももう

少しいろいろな成果を修正し盛り込みたいと考えております。 

 また、地方で実際に住宅を建てている方が、その地方に合った住宅をどう建てるかとか

を最終的にマニュアル化するということを今まさに進めていますので、そこを NEDO とし

てきちんとフォローしていくところは、今後のやらなければならない事の一つと考えてお

ります。 

○佐藤理事 理事としてではなくて、このプロジェクトを立ち上げたときの推進部署の部

長としてコメントさせて頂きます。評価コメントを見ますと、初めの 3 年間で要素技術を

開発し、その成果の中で良いものを実際の住宅に入れて比較研究するという、計画全体は

否定されていないと思っています。 
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 ただし、反省として一つ目は、最初の 3 年間の要素技術で開発した部材自体が、コスト

や性能面でどの程度メリットが見込まれるかという点は、明確にしておくべきだったろう

と思います。 

 後半 3 年の委託先を選ぶときに、地域の気候区分を反映した住宅でなければ評価する意

味がないと考え、地元の工務店さんで力のあるところにやってもらわないとだめだという

こともあって、全国を気候区分で分けて、その中から実施者を選びました。このやり方も

否定されていないと思います。ただし、二つ目の反省点となりますが、マッハシステム、

OM ソーラーシステムという二つの実施者を上に置いて、その下に何件かの工務店を置

き、指導してもらうような形をとったのですが、指導する業者の権限等が曖昧で、しっか

りした指導ができない場合があったのではないかと思います。 

 今後については、参加頂いた各工務店に、いろんな補助制度などの情報を紹介していく

などの形で、技術開発成果が広がるような努力をすべきと思っています。 

○佐藤委員 分かりました。こうあればいいと思ったのは、いわゆる魅力的な住宅になっ

ていなければ、実際に使用されず、地方に任せるというのはすごくいいことだと思います

が、その成果をうまく取り上げ、ビジネスモデルにつながるようなデザインをしないと、

あるいは、それは誰がデザインすればいいのかというのがあると思います。それぞれの地

方によって、それは違うのかもしれないけれども、NEDO としては部分的に力を入れると

いうことをやらないと、全部を実施者に任せるというのは、やはり無理かもしれないと思

います。 

○佐藤理事 プロジェクト前半から後半に入るときに、例えば建築事務所を入れて、地方

工務店に任せるだけではなく、アドバイスを行うということも考えたのですが、予算的な

面もあり一部にとどまったと思います。 

○田村主査 建築家の先生は、直接入っていただいていないのですが、住宅の設計とかに

ついてはアドバイスをしていただいています。 

○佐藤理事 佐藤委員がおっしゃるように、実質的に地方の工務店が本当にやりたいと

か、魅力を見せるようなという意味でのサポートが足りなかったと反省しています。 

○佐藤委員 相乗効果を出せなかったのですね。 

○佐藤理事 おっしゃるとおりです。 

○小林委員長 浅野委員、どうぞ。 

○浅野委員 今の話と関連するのですが、データに基づいてどのぐらいの省エネ性能があ
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るかなどがわかったら、経産省側は省エネ法というのがありますし、国交省も関連する研

究機関で地域別の断熱性能はどういうものが必要かというデータベースを持っているの

で、ぜひそこに反映していただいて、将来の規制とか省令に反映していただく必要があり

ます。おそらく、工務店レベルでは、自分たちでは認定されたものでないと使えません。

データの解析をこれからも大学とかの関連する研究所でやっていただきたいと思います。 

○田村主査 今の御質問にお答えする形になるのですけれども、今回、最終的に実証の後

に、そのデータを使って省エネ基準に反映するというのが最終的な目標にもなっておりま

す。二つのシステムで実証していますが、OM ソーラーにつきましては、今回の実証デー

タを使って、国総研がウェブプログラムの中に太陽熱を使ったシステムを盛り込むという

ところまで来ております。恐らく今年にはウェブの中で使えるような形になるということ

は聞いております。この点では、いいところまでは来ているところもございます。 

○浅野委員 評価委員会でそういうことをおっしゃれば、もう少し実用化の見通しが変わ

ったかもしれません。 

○小林委員長 稲葉委員、どうぞ。 

○稲葉委員 お話を伺ったら、非常に納得して、いいプロジェクトだと私は思うようにな

りました。要するに何が問題だったかというと、NEDO がこういうプロジェクトに慣れて

おらず、開発マネジメントの体制をつくることに失敗したことです。 

 それからもう一つは、評価の仕方がおかしかったことです。これはこれで、それなりに

地域にも貢献し、皆のやる気も起こしたが、そういうものを評価するようになっていなか

った、という理解でよろしいですか。 

 何かその辺り、補って書かないとまずいのではないでしょうか。 

○小林委員長 今の稲葉委員の御発言は議事録に残りますので、こういう意見があったと

いうことは残ると思います。ただ、評価の仕方が悪かったかどうかはわからないと思いま

す。 

 時間が過ぎていますので、まとめさせていただきますと、私は、これ自体は NEDO がや

ること自体は悪くなかったと思います。意義も非常に高かったと思いますが、いわゆる、

今まで NEDO から大企業へというのとは違う、各地域の工務店にという、おそらく新しい

試みだったのだと思います。 

 一点目は、これを一つの教訓とし、このような場合どういうふうにマネジメントをして

いくべきかということを、NEDO 全体として、ぜひ今後に生かしていただきたいと思いま
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す。 

 それから二点目は、浅野委員から御指摘がありました、評価データといいますか、技術

そのものは決して悪くないので、それを今後どう利用していくかということをぜひやって

いただきたいと思います。 

 大体こちらでまとめさせていただければと思いますが、よろしゅうございますか。 

では、どうもありがとうございました。  

 それでは、引き続き、5．「平成 28 年度プロジェクト評価のまとめ」ということで、こ

れは評価部から説明をお願いします。 

○徳岡部長 資料 5 をごらんください。平成 28 年度に実施したプロジェクト評価のまと

めということで、裏表になっています。 

 まず表のほうで、中間評価 12 件についてプロジェクト評価を実施し、今回、この第 50

回委員会でお諮りしたのが、赤字で書いたところです。 

 それから、裏面にまいりまして事後評価結果ということで、同じく赤字が今回お諮りし

たところで、11 件、評価をしております。 

 事後評価については、左下のチャートに描いてありますように、右に説明が書いてあり

ますが、青枠内が優良、黄色の枠内が合格ということで、残念ながら、ただいま御説明が

あったものが、0.1 点足りなかったという状況でございます。 

 説明は以上です。 

○小林委員長 ありがとうございました。 

 平成 28 年度実施プロジェクトの評価結果について、御質問、あるいは御意見をお願い

いたします。 

○佐藤委員 これは、合格から外れると何かペナルティーがあるのですか。 

○徳岡部長 いえ、特にございません。重要な反省をしていただく事になっております。 

 先ほど言い忘れたのですが、NEDO としても、今後、中小、ベンチャー、それから地

域、これは非常に重要だと思っていますので、例えば先ほどのようなプロジェクトのよう

に、地域に踏み込んでいくような場合も、その評価のやり方も考えたいと思っています。 

○小林委員長 ほかはいかがでしょう。 丸山委員、どうぞ。 

○丸山委員 6 番が特異点になっている理由は、これ、要するに個人宅が最終的なターゲ

ットであり、ほかのプロジェクトは企業がやっていて、研究開発プロジェクトですから、

実際に個人が住む家に入れていただいて、評価するという意味で、なかなか難しいところ
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があり、これは特異点になるのは、ある意味で仕方がないんのではという気がします。 

 個人宅ですので、仕様もばらつきがあり、住んでいる人の家族構成など、いろいろな意

味でも、目的も違うでしょうから、ある意味では仕方がなく、こういったことも、最終的

な個人向けのプロジェクトをやってみたという一つの実証実験だったと理解するほうが、

よいのではないかと思います。 

○徳岡部長 ありがとうございます。プロジェクトの評価が始まる前に、標準的評価項

目・評価基準というものを、私どもの事務局と推進部署で決めるわけなんですが、それ

は、過去十数年の蓄積によって、いろいろな評価項目・評価基準を網羅的にそろえていま

して、その中から、これは消していこう、こというふうにやっていますが、今回、反省材

料として、これは足さなきゃいけない、例えば個人住宅向けなどがあると思っており、そ

こを今後さらに考えていきたいと思っています。 

○小林委員長 どうぞ、佐藤委員。 

○佐藤委員 そういう意味では、大企業依存型の産業構造になっているのかというのが、

やはりとても気になります。欧米型のようなベンチャーが自由闊達に出てくるような構図

にしていかないといけないと思います。絶えず大企業があり、その下に孫請けのような感

じで受けてという形式が強いという感じがします。 

 それは、やはり NEDO としては、日本の経済・産業構造を変えていかなくちゃいけない

という意識でいるんですね。 

○徳岡部長 はい、おっしゃるとおりでございます。地域、中小、ベンチャーは非常に大

事だと思っており、私どもでいろいろな分析を進めているところでございます。 

○小林委員長 どうぞ、丸山委員。 

○丸山委員 例えば、今日評価した中で、インフラ維持管理のロボットで、ドローンを使

ったりするものは、実際にベンチャーが入っていたと思います。しかも割と新しいベンチ

ャーであり、その意味では、これに関しては大企業ばかりではなく、変わりつつある部分

も入っていると思います。 

○佐藤委員 お伺いを立てているのではないかという気がして仕方がないのですが、如何

でしょうか。 

○佐藤理事 そういうことはありません。ベンチャーが興って速やかに変わりつつある業

界はありますが、ただ、一方で、業界構造が変わっていないところのプロジェクトでは、

残念ながら、ベンチャーが入っていないのはやむを得ないと思います。 
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 ベンチャー、中小、中堅とも、どんどん応募くださいとしています。イノベ部はベンチ

ャー支援という形で明確にやっています。また、大企業の中でもいろいろあり、本当にど

んどん変わっている大企業もあります。 

 方向性としては、どんどんベンチャーにトライしてもらい、新しい産業を起こしてもら

わなければ、全体としては成長していかないという認識は一致しています。 

○佐藤委員 今、日本が全体的に生産性が落ちているということは間違いなく、先進国の

中では相当落ちているということが言われています。それは、大きいのは、いろいろなこ

とで出てきているように、大企業の生産性が極めて悪いという状況が、やはりあると思い

ます。それを引きずりながら、大きなビジネスモデルがそこにあるので、いろいろ展開す

るというのは、社会の構造としてある程度仕方ないと思いますが、やはりもっと新しく、

ベンチャーを活気づける施策というのを、経産省や NEDO もやっていかないと、先進国に

おいては、どんどん引き離されていく恐れがあります。IoT もしかりですが、生産性が落

ちていくのではないかと思うので、ベンチャーを引き上げるような施策が必要であり、そ

の辺りをぜひよろしくお願いします。 

○小林委員長 ありがとうございます。 

 実は、私が属している研・究イノベーション学会でも、NEDO のプロジェクトに関する

議論があり、もっと中小、ベンチャーに投資すべきだという意見がありました。そうする

とこの成功確率が、左下のほうに移動します。国としてはリスクが多少大きいですが、そ

こは投資の考え方だと思うので、できるだけ中小企業やベンチャーへの支援も必要なので

はないかと思います。 

 ただ、これは、NEDO の戦略ですから、ぜひきちんと考えていただきたいと思います。 

○佐藤委員 もう 1 点、 

文科省の科学技術行政について、本当の基礎研究から、非常に大きくイノベーティブなも

のにつながっていくことが、やはり少ないです。したがって、そこまで含め、日本の文科

省や JST が、そういった科学技術行政を本格的にやり、変革していかないとだめなんじゃ

ないかと思います。 

 NEDO 側とも組合わせ、うまくやっていく必要がある気がするので、ぜひその辺りを協

力してお願いします。 

○小林委員長 佐久間委員、どうぞ。 

○佐久間委員  
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 この分布図を見させていただいて、かつての議論を、今の話を聞いて思い出しました。

よく成果軸と実用化軸で、意外に成果が高いものは、どうしても新しくいことをやってい

るので、実用化が低くなるような傾向があったりということは、前に議論になった記憶が

あります。 

 これを見ると、まだやはりそれは、NEDO がやることですから、実用化の、合格ライン

から下に来るのは、仕方がないことだと思いますが、意外に若干右肩上がりで分布をして

いるのは、過去のプロジェクトと比べて、どうなっているのですか。 

○徳岡部長 正直に言いますと、平成 22 年あたりから、各項目全て、若干右肩上がりで

す。それは、なぜこのように上がってきているのかという分析を進めようとしているとこ

ろで、分析自体、非常に難しいのですが、私の個人的な直感から言いますと、平成 15 年

に NEDO が独立行政法人化したときに、NEDO の役割は何だということを明確に決め、NEDO

はプロジェクトマネジメントのプロ集団であるということを明確にしました。そして、さ

らには数年前にプロジェクトマネジャーというものをつくり、その人たちが中心になって

プロジェクト運営をしていくということになりました。 

 要するに NEDO の職員に非常に自覚が出てきたということがあり、プロジェクトを良く

するために、例えば、少し卑近な例かもしれませんが、この評価委員会でいい点数を取る

ために何をすべきかということを真面目に考えてきたのではないのか、それが、独法化

後、数年たって、効果が出てきたのではと感じています。 

○佐久間委員 そういう意味では、この後の追跡調査との関係が重要になるということに

なるわけですね。 

○小林委員長 どうぞ。平尾委員。 

○平尾委員 先ほどの住宅の話を聞いていて、プロジェクトとしてはこうった低い点数な

んですが、お聞きしていると、二つのグループのうち、どちらかだけを見ればもっと高

く、どちらかは実はもっと低いという形で、平均的な数字が出ているのではと思います。 

 こうして見たときに、プロジェクトリーダーがいるなら、そのプロジェクトリーダーの

責任だというんですが、これに関しては、先ほどお話が出たように、プロジェクトリーダ

ーがいない場合は、しっかり取り組んだ中小企業にとっては、この評価が公表されるのだ

としたら非常に不本意だと思います。 

 その辺りは、ほかのプロジェクトでも、いいところと悪いところの波がすごく大きいと

ころは、NEDO としてはどのように考えておられるのでしょうか。しっかり取り組んだと
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ころが、きちんと評価されないように見えるのは、とても不公平だと感じます。 

○徳岡部長 今回のこのプロジェクトは、ちょっと手だてがないのですが、やはりこれは

反省として、どういうプロジェクトフォーメーション、あるいは評価軸をつくっていくの

かというのが重要だという、反省の材料としたいと思っています。 

○佐藤理事 体制でいうと、プロジェクトマネジャーを変えるというのが、一番わかりや

すい手段だったのではないかと思います。なお、プロジェクトリーダーがいる場合、前半

の技術開発のときは、大学の先生や、研究者の方にお任せして、後半は、どちらかという

と、企業の方で事業化に向けていくというような方向になりつつあると思っています。 

○小林委員長 いい成果を上げた業者といいますか、実施者に対しては、ぜひエンカレッ

ジをしていただきたいということは、つけ加えさせていただければと思います。 

 5．のプロジェクト評価のまとめは、これで終了とさせていただきます。 

 次は、6．「平成 28 年度の制度評価・事業評価について」ということで、評価部から説

明をお願いします。 

○徳岡部長 資料 6 でございます。まず、制度評価・事業評価のおさらいでございます

が、制度評価については、NEDO の中でテーマ公募型事業と呼んでおります比較的年数が

短いテーマを実施者が提案していくもの、事業評価については、その他というと聞こえが

悪いのですが、比較的、技術開発要素の少ないもの、の評価を進めております。 

 まず、資料 6 の 1「エネルギー・環境新技術先導プログラム」、これは制度評価の中間

です。指摘事項を総合評価の方に書いていますが、時間の関係もございますので、私ども

で一番重要と思われるコメントを読み上げさせていただきます。 

 この四角の中の上から 3 分の 1 のところ、もとより長期の研究開発を経なければ実用化

しないシーズを扱っている制度であり、適宜内容の見直しを進めつつ、長期にわたってこ

の制度を維持してほしいということがありました。 

 それから、次、2．「研究開発型ベンチャー支援事業」ですが、これもイノベ部でやっ

ておりまして、ベンチャーの支援のためのいろんなメニューを取りそろえております。 

 総合評価のほうでございますが、上から 3 分の 1 程度のところで、短期的な視点ではな

く、長期的な視点かつ機動性の高い施策として実施できるよう位置づけられるべきである

というコメントをいただいております。 

 次に、3．「環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト／ロボットの国際研究

開発・実証事業」、これは制度評価の事後評価でございます。 



－44－ 

 重要な御指摘として下から 4 分の 1 ぐらいのところで、社会実装、とりわけ国際的な市

場展開を見据えた実証事業であることから、実証した結果を次のステップにどうつなげて

いくかを考えることが重要であるという御指摘をいただいております。 

 次、4．「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」は、これも制度評価の中間評価で

ございます。 

 一番重要と思われる御指摘は、下から 4 分の 1 程度、障害者や高齢者を支える重要な制

度であるにもかかわらず、採択件数が少ないので、今後の予算獲得には十分努力してほし

いというコメントをいただいております。 

 次、5．「ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト」、これも制度評価の中間

評価でございます。 

 一番重要な指摘と思われるのが、下から 4 分の 1 ぐらいのところで、継続的なフォロー

アップを行うことにより、最終目標の達成に向けて取り組んでいってほしいという応援を

いただいております。 

 それから、6．「ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト クリーン・コー

ル・テクノロジー実用化可能性調査／クリーン・コール・テクノロジー推進事業」、これ

は事業評価の事後評価でございます。 

 総合評価の中で一番重要と思われるのは、下から 3 分の 1 ぐらいのところで、大幅な

CO2 排出削減のためには発電プラント等の高効率化のみでは不十分であり、革新的な石炭

利用プロセスを開発していくことが必要であるという御指摘をいただいております。 

 次、7．「希少金属代替省エネ材料開発プロジェクト／希少金属代替・低減技術実用化

開発助成事業」、これは丸山委員に分科会長になっていただきました。ありがとうござい

ます。 

 一番重要と思われる指摘は、下から 3 分の 1 ぐらいのところで、今後は、想定していた

ような期間を通じて当初想定どおりのまま推移するのかどうかの分析、また変化が見込ま

れる場合などにはどのような基準や方法でそれを行うかについても並行して検討しておく

ことが望ましい。これは、要するにプロジェクト期間中に世の中のレアアースの情勢が変

わってしまったということがあり、こういった御指摘をいただいております。 

 次、8．「先導的産業技術創出事業（若手研究グラント）」でございます。これは制度

評価の事後評価です。 

 重要と思われる御指摘は、ちょうど中ほどでございまして、支援対象が「目的指向型基
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礎研究」とする必要性は必ずしもなく、基礎研究、応用研究、実用化研究のいずれについ

ても支援できるようにし、それぞれの枠組みごとに選定・評価基準を設定してもよかった

のではないかというコメントをいただいております。 

 それから、9．「環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト／準天頂衛星情報

利用システム」、これは制度評価の事後評価でございます。重要と思われる御指摘は、下

から 4 分の 1 ぐらいのところで、事業展開することを検討するのであれば、準天頂衛星シ

ステムの開発・運用について、NEDO の継続的な支援についても検討することが必要であ

る。ただし、金銭的支援ばかりではなく関係府省・関係機関等の連携を行い、やっていく

ことが重要ではないかという御指摘をいただいております。 

 それから、最後、10．「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業／独立電

力系統地域における寒冷地気候に対応した風力発電システム実証事業（ロシア）」、これ

は国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業の中の個別テーマの事後評価でご

ざいます。 

 重要なコメントとしては、今後の普及可能性を考えた場合、現地生産などによる大幅な

コスト削減や合理化・効率化を通じた事業採算性の確保が最大の課題となるということ

で、背景には、この事業期間中にルーブルの為替レートが大変落ちまして、これは日本か

ら物を持っていくのは難しいのではないかという議論が背景にございます。 

 資料 6 については以上です。 

○小林委員長 ありがとうございました。 

 多岐にわたりますが、何か御質問あるいは御意見があればお願いいたします。 

○稲葉委員 8.先導的産業技術創出事業でコメントがありますが、最後のところで下から

3 行目、「今後は、NEDO 内の目利き人財を醸成する仕組みを早期に構築し、「目利き」と

「マッチング」機能の充実を図り」と書いてあります。おそらくその前の 2．の研究開発

型ベンチャー支援事業にもかかわってくるかと思いますが、これは実際に具体的に何か御

検討されるお考えはおありなのですか。 

○徳岡部長 その「目利き」のところは重要なことだと思っておりまして、テーマ公募型

というのは特にその「目利き」が重要だと思っております。プロジェクト型であると採択

する場合に、専門の「目利き」の委員の先生に採択していただくのですが、テーマ公募型

についてはどこに目をつけていくのかということが非常に重要だと思っております。これ

は各推進部のほうでいろいろな取組みをしておりますが、すみませんが今どのような具体
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的な取組みをしているかというのは、御説明ができない状況です。 

○今田課長（技術戦略研究センター） この評価いただいている「目利き」にぴったり当

たるかどうかわかりませんが、まず一つ目は、1 番目のエネルギー・環境先導プログラ

ム、こちらでは NEDO でイノベーション推進部が実施しているのですが、この推進に当た

っては、各地域にいらっしゃる専門家の方々を NEDO の調査員として委嘱し、現地で NEDO

の立場で、さまざまなシーズを拾っていただくというような取組みを開始しています。 

 次に、2．以下のベンチャー支援事業については、イノベーション推進部で毎回の公募

審査の過程で、中小企業あるいはベンチャー企業の代表者の方にいらしていただいて、イ

ノベーション推進部の部長あるいは管理職がじかに面談を行っています。このような取組

を通じて、イノベーション推進部の中でも、ベンチャー企業の「目利き」の力を養おう

と、あるいはいいものはできるだけ採択できる可能性を高めていこうとしています。 

○小林委員長 よろしいですか。どうぞ、佐久間委員。 

○佐久間委員 博士人財のキャリアパス多様化と若手研究者に対する支援ということで、

おそらく、後者はこういうことをやっていくという、研究の支援ということだと思うので

すが、結果として、このキャリアパスの多様化というのはどういうふうなものを求めてい

たのでしょうか。 

 これは工学系研究科でも議論があり、工学系の場合ですと、かなり企業に入っていくと

いうようなこともあり、いわゆるアカデミアだけではなくて、どんどんこういうところで

活躍できるような形にしていくということは、やはり日本の活力を上げることなのだろう

という議論はしています。そういうことから言うと、すごくいい事業かなとは思うのです

が、実態としてこのあたりはどういった感じなのかということで興味を持ちました。 

○イノベ部石尾職員 すみません、傍聴席から補足させていただいてもいいですか。 イ

ノベーション推進部の石尾と申します。 先ほどの御質問の目利き人財とキャリアパスに

ついてなんですが、今回の若手グラントの個別の評価委員会の資料でいろいろ御報告させ

ていただいております。目利き人財につきましては、先ほど御報告がありましたとおり、

エネルギー・環境新技術先導プログラムに関連するような新技術調査委員という形で地方

からの目利きということで実施させていただいておりますのと、キャリアパスにつきまし

ては、資料を見ていただくのが一番わかりやすいのですが、具体的に言いますと、若い先

生方に助成を行い、御自身の研究所、研究室をお持ちになって自立されている先生方や、

大学発のベンチャー企業を起こされている先生方等もいらっしゃいます。あと、技術と産
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業化を結びつけるような形で、産学連携本部のような形で活躍されている方もいらっしゃ

るというような状態になっております。 以上です。 

○小林委員長 よろしいですか。議題 6 はこれで終了させていただきたいと思います。 

 それでは、7.事前評価についてということで、これも評価部からお願いします。 

○橋詰主査 本日、事前評価に関しまして 2 件の御報告がございます。 

 まず、1 番目は、前回の第 49 回研究評価委員会において審議された平成 29 年度新規案

件に係る 1 件の事前評価結果を御報告いたします。 

 事前評価対象になりましたのは、既存事業、環境調和型製鉄プロセス技術開発(STEP2)

に新しくつけ加わる技術開発項目であるフェロコークス活用製銑プロセスの部分です。推

進部署は、環境部及び省エネルギー部になります。各委員よりいただいたコメント及び当

日の審議を踏まえまして、アウトプットとしての総合コメントを小林委員長承認のもと、

資料 7 のとおり確定させていただき、経済産業省で公開する技術評価書の外部有識者所見

として反映させていただきました。 

 時間押しておりますので、読み上げは割愛させていただきます。 

 続きまして 2 番目、今後の事前評価の進め方について御報告いたします。 

 来年度に行う平成 30 年度概算要求のプロジェクトに関係する事前評価は、今年度の実

施から抽出された課題等を踏まえて見直した評価項目・評価基準や実施時期に基づいて、

関係部署とも協議の上、実施いたします。スケジュールが非常にタイトであったという今

年度の反省から、次年度実施方法の検討や対象案件の洗い出しは既に開始しております。 

 課題の抽出に当たり、研究評価委員会委員の皆様及び推進部署、戦略研究センター、評

価部の関係者を対象に、昨年 9 月アンケートによる意見聴取を実施いたしました。その節

は御協力いただきまして、まことにありがとうございます。 

 また、来年度の事前評価のために評価項目と評価基準を今回見直し、おおむね変わって

おりませんが、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の昨年末の改訂を受けまして、

文面を改めさせていただいた部分がございます。外部事前評価の詳細の進め方について

は、研究評価委員の方々には、別途、近日中に御連絡差し上げます。 

 報告は以上になります。 

○小林委員長 ありがとうございました。 

 何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。 

 よろしいですか。 
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 今年度から事前評価をこの研究評価委員会でやることになり、各委員にはかなり御努力

いただきまして、ありがとうございました。来年度は少しやり方も、改善すべき点は改善

するということで、できるだけ負担のないように進めていくということをお願いしたいと

思います。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、7．の事前評価についてはこれで終了とさせていただきます。 

 8．「平成 29 年度分科会の設置について（案）」です。評価部のほうから御説明をお願

いします。 

○徳岡部長 資料 8 をごらんください。平成 29 年度、来年度の分科会の設置をこの資料

で御説明いたします。 

 まず、プロジェクト評価分科会については、中間評価 12件、事後評価 10件で、合計 22

件を予定しております。 

 それから、その紙の一番下にあります追跡調査・評価については、これは毎年のことで

ございますが、1 件を予定しております。 

 それからめくっていただいて、制度評価については、中間評価が 4 件、事後評価が 4

件、計 8 件を予定しております。 

 それから、事業評価分科会については、中間評価 4 件、事後評価 2 件を予定しておりま

す。 

 それから次のページで、国際エネルギー消費効率化等実証事業ですが、これは評価の種

別としては事業評価に当たり、個別のテーマ評価は、もともとは評価部が事務局をやるこ

とにはなっていなかったのですが、国際部の方から、要請がありまして、今年度から個別

のテーマ評価の事後評価も私どもでやっております。平成 29 年度はごらんの 8 件を予定

しております。 

 以上でございます。 

○小林委員長 ありがとうございます。 

 御質問、御意見ございましたらお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、これで 8．まで終了とします。 
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9．平成 28 年度追跡調査・評価について【非公開】 

 

○徳岡部長 研究評価委員会の閉会に当たりまして、当機構の佐藤より御挨拶申し上げま

す。 

○佐藤理事 本日も長い間、御議論ありがとうございました。 

 先生方にいただいた意見を踏まえて、引き続きプロジェクトマネジメントの向上に努め

ていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○徳岡部長 それでは最後に、小林委員長より御講評をいただき、閉会とさせていただき

たいと思います。 

 小林委員長お願いします。 

○小林委員長 長時間どうもありがとうございました。 

 今年度は、先ほど御案内ありましたように事前評価が入ってきまして、評価委員の先生

方には大変、労働も大きくなりましたが、無事今年度の評価が終了ということで、ありが

とうございます。 

  来年度も引き続き、委員の先生方にはお願いをしたいと思います。 

 それから、NEDO の事務局含め、いつも準備、開催後のとりまとめ、ありがとうござい

ます。引き続き来年度もよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○徳岡部長 どうもありがとうございます。 

 それでは、皆さん、どうもありがとうございました。これで、第 50 回評価委員会を閉

会します。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 


